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日本政策金融公庫
業務実績

1 融資実績の推移

2 残高の推移

0

20,000

40,000

60,000

80,000
（億円）

平成26年度 27年度 28年度

44,534

29年度

49,896
44,86447,257

30年度

39,599

200,685

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000
（億円）

平成26年度 27年度 28年度 （年度末）

187,367

29年度

183,914 180,290

（年度末）30年度

174,611
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国民生活事業

1 融資実績の推移

2 融資実績の内訳

24,405 23,638

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

0

10

20

30

40

50

60

件数 金額（億円） （万件）

平成26年度 27年度

22,990

28年度

41

24,280

29年度

404041

21,684

30年度

39

 金額（平成30年度） 件数（平成30年度）

39万件 2兆1,684億円

特別貸付
25.1%

教育貸付
30.2%

生活衛生貸付
（生活衛生改善
貸付を含む） 
3.7%
経営改善貸付
11.2%

セーフティネット貸付
4.4%

一般貸付
25.5%

恩給・共済年金
担保貸付等 
4.3%

その他特別貸付
20.7%

特別貸付
33.5%

教育貸付
7.9%

生活衛生貸付（生活衛生
改善貸付を含む） 
3.8%

一般貸付
41.6%

その他特別貸付
25.4%

経営改善貸付
12.9%

セーフティネット貸付
8.1%

恩給・共済年金担保貸付等
0.3%
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3 融資残高の推移

4 融資残高の業種別内訳（事業資金）
（単位:億円、%）

平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末

製造業 6,792
（10.9）

6,446
（10.6）

6,238
（10.2）

6,062
（9.8）

5,861
（9.5）

卸売・小売業 14,490
（23.2）

13,809
（22.6）

13,590
（22.1）

13,465
（21.8）

13,181
（21.3）

飲食店、宿泊業 5,047
（8.1）

4,938
（8.1）

5,128
（8.3）

5,327
（8.6）

5,479
（8.9）

サービス業 14,135
（22.6）

14,038
（23.0）

14,341
（23.3）

14,725
（23.8）

15,011
（24.2）

建設業 8,993
（14.4）

8,846
（14.5）

9,003
（14.6）

9,168
（14.8）

9,195
（14.9）

その他 13,040
（20.9）

12,991
（21.3）

13,161
（21.4）

13,158
（21.3）

13,177
（21.3）

合計 62,499
（100.0）

61,071
（100.0）

61,464
（100.0）

61,908
（100.0）

61,906
（100.0）

（注）…1.…普通貸付及び生活衛生貸付の合計の内訳です。
… 2.…平成14年3月に改訂された日本標準産業分類の業種に基づいて分類しています。
… 3.（　）内は、構成比です。

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

0

100

200

300

件数 金額（億円） （万件）

平成26年度 27年度

70,012

28年度

70,597

29年度

71,28971,261

30年度（年度末）

71,513

207208212 206 206
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5 融資残高の業種別内訳（生活衛生貸付）
（単位:億円、%）

平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末

飲食店関係営業 1,410
（47.3）

1,387
（47.9）

1,480
（49.4）

1,591
（50.8）

1,697
（51.7）

美容業 560
（18.8）

583
（20.1）

613
（20.4）

656
（21.0）

699
（21.3）

旅館業 554
（18.6）

501
（17.3）

498
（16.6）

488
（15.6）

494
（15.1）

理容業 208
（7.0）

197
（6.8）

194
（6.5）

194
（6.2）

194
（5.9）

浴場業 136
（4.6）

118
（4.1）

103
（3.5）

95
（3.0）

87
（2.7）

クリーニング業 76
（2.6）

73
（2.5）

71
（2.4）

71
（2.3）

69
（2.1）

食肉販売業 23
（0.8）

21
（0.7）

24
（0.8）

24
（0.8）

26
（0.8）

興行場営業 10
（0.4）

9
（0.3）

8
（0.3）

6
（0.2）

8
（0.3）

その他 2
（0.1）

4
（0.1）

3
（0.1）

3
（0.1）

4
（0.1）

合計 2,984
（100.0）

2,897
（100.0）

2,998
（100.0）

3,133
（100.0）

3,280
（100.0）

（注）（　）内は構成比です。

6 融資残高の使途別内訳
（単位:億円、%）

平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末

運転 39,933
（63.9）

38,607
（63.2）

38,712
（63.0）

39,140
（63.2）

38,807
（62.7）

設備 22,566
（36.1）

22,463
（36.8）

22,751
（37.0）

22,767
（36.8）

23,099
（37.3）

合計 62,499
（100.0）

61,071
（100.0）

61,464
（100.0）

61,908
（100.0）

61,906
（100.0）

（注）…1.…普通貸付及び生活衛生貸付の合計の内訳です。
… 2.（　）内は、構成比です。

7 融資先数
（単位:先）

平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末
融資先数 903,287 886,207 880,104 879,639 881,622

（注）普通貸付及び生活衛生貸付の合計です。

8 1先あたりの平均融資残高
（単位:千円）

平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末
1先あたりの
平均融資残高 6,919 6,891 6,983 7,037 7,021

（注）普通貸付及び生活衛生貸付の合計です。

9 教育貸付などの融資残高
（単位:億円）

平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末
教育貸付 8,621 8,824 9,034 9,300 9,532
恩給・共済年金担保貸付 138 116 97 79 73
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10 融資金の融資額別内訳
（単位：件、%）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

300万円以下 80,459
（31.0）

89,022
（33.9）

90,876
（32.8）

89,410
（33.2）

88,280
（34.3）

300万円超500万円以下 50,479
（19.4）

52,323
（19.9）

56,115
（20.2）

54,534
（20.2）

53,659
（20.8）

500万円超800万円以下 36,235
（13.9）

35,667
（13.6）

37,288
（13.5）

35,830
（13.3）

34,829
（13.5）

800万円超 92,616
（35.7）

85,679
（32.6）

92,945
（33.5）

89,603
（33.3）

80,872
（31.4）

合計 259,789
（100.0）

262,691
（100.0）

277,224
（100.0）

269,377
（100.0）

257,640
（100.0）

（注）…1.…普通貸付及び生活衛生貸付の合計の内訳です。
… 2.（　）内は構成比です。

11 融資金の従業者規模別内訳
（単位:件、%）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

4人以下 181,952
（70.0）

186,137
（70.9）

197,007
（71.1）

192,794
（71.6）

172,541
（67.0）

5人～9人 49,478
（19.0）

49,279
（18.8）

51,279
（18.5）

48,486
（18.0）

51,002
（19.8）

10人～19人 19,092
（7.3）

18,411
（7.0）

19,550
（7.1）

19,046
（7.1）

21,541
（8.4）

20人以上 9,261
（3.6）

8,861
（3.4）

9,386
（3.4）

9,047
（3.4）

12,555
（4.9）

合計 259,783
（100.0）

262,688
（100.0）

277,222
（100.0）

269,373
（100.0）

257,639
（100.0）

（注）…1.…普通貸付及び生活衛生貸付（直接扱）の合計の内訳です。
… 2.（　）内は構成比です。

12 融資金の担保別内訳
（単位:件、%）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

無担保融資… 200,430
（77.2）

213,575
（81.3）

229,665
（82.9）

230,263
（85.5）

223,271
（86.7）

不
動
産
等
担
保
融
資

不動産（一部担保
を含む）

59,231
（22.8）

49,018
（18.7）

47,488
（17.1）

39,054
（14.5）

34,323
（13.3）

有価証券 22
（0.0）

16
（0.0）

21
（0.0）

10
（0.0）

10
（0.0）

信用保証協会 －
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

その他 0
（0.0）

0
（0.0）

0
（0.0）

0
（0.0）

0
（0.0）

合計 259,683
（100.0）

262,609
（100.0）

277,174
（100.0）

269,327
（100.0）

257,604
（100.0）

（注）…1.…普通貸付（直接扱）及び生活衛生貸付（直接扱）の合計の内訳です。
… 2.（　）内は構成比です。
… 3.…一部担保とは不動産等の担保が融資額に満たない場合をいいます。なお、「有価証券」、「信用保証協会」及び「その他」の一部担保については「不動産」に片寄せしています。
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農林水産事業

1 融資実績の推移

2 融資実績の内訳（平成30年度）

農業
75.7% 4,226億円

加工流通 その他資金 2.8%
食品流通改善資金 5.4%
中山間地域活性化資金 4.7%
特定農産加工資金 3.9%

漁業 その他資金 1.1%
漁業経営改善支援資金 3.5%
林業 その他資金 1.4%
農林漁業施設資金（林業） 1.5%

農業 その他資金 7.4%
青年等就農資金 2.3%
農林漁業施設資金（農業） 6.7%
農業経営基盤強化資金（スーパー L資金） 59.3%

林業
2.9% 163億円

漁業
4.5% 254億円

加工流通
16.8% 938億円

金額
5,583億円

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

30年度

29年度

28年度

27年度

平成26年度

（億円）

5952,636

2,619

3,286

264 173 3,669

3,760

4,593

5,515

697

819

229

244

214

243

4,319 895152146

農業 林業 漁業 加工流通

5,5834,226 938254163
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農業　
62.2% 　1兆9,412億円
林業　
20.6% 6,423億円

漁業　
3.4% 1,047億円

加工流通　
13.9% 4,345億円

農業経営基盤強化資金（スーパーL資金） 41.5%

農業 その他資金 7.5%

漁業経営改善支援資金 2.2%
漁業 その他資金 1.2%

林業基盤整備資金・森林整備活性化資金 10.5%
林業経営安定資金 6.8%
林業 その他資金 3.3%

中山間地域活性化資金 3.0%

加工流通 その他資金 2.3%
食品流通改善資金 4.2%
特定農産加工資金 4.4%

農業基盤整備資金・担い手育成農地集積資金 3.6%

農林漁業施設資金（農業） 9.6%

金額
3兆1,229億円

3 融資残高の推移

4 融資残高の業種別・資金使途別内訳（平成30年度末）

30 年度末

29年度末

28年度末

27年度末

平成 26年度末

（億円）

農業 林業 漁業 加工流通

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

3,3266,98315,295 26,429
824

3,4386,86615,520 26,733
906

3,5636,74316,231 27,534
992

3,9566,58217,944 29,457
973

4,3456,42319,412 31,229
1,047
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5 返済期間別の融資状況（平成30年度）

6 取扱金融機関別の融資状況（平成30年度）

金額
5,583億円

委託貸付
20.7% 1,156億円
公庫直接貸付
79.3% 4,426億円

うち農林中央金庫、信用農業協同組合連合会、
農業協同組合、信用漁業協同組合連合会

15.5%

うち銀行、信用金庫、信用組合
4.8%

うちその他
0.4%

うちH方式
5.7%

うちH方式以外
73.6%

（注）H方式とは、公庫直接貸付の事務の一部を農業協同組合や銀行、信用金庫などに委託する貸付方式です。

（注）融資金額により集計しています。

全体12.9年

加工流通13.6年

漁業12.9年

林業20.0年

農業12.5年
（平均期間）

27.1％ 18.0％ 17.3％21.5％

0.5％

15.5％

14.1% 33.1% 29.0%

0.8%

10.6%

15.8%

8.0%68.4%13.0%

96.5%

21.1% 12.8%

0.5%

15.4%36.6% 13.2%

0.4%

2.3%

0％

4.9%

0.2% 3.3%

0 20 40 60 80 100（%）

5年以下 5～ 10年 10～ 15年 15～ 20年 20～ 25年 25～ 30年 30年超
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中小企業事業

（注）融資には、社債を含みます。総融資実績から投資育成会社貸付を除いたものの内訳です。
　　また、各融資制度の実績は1億円未満を切り捨てて算出しています。

 金額（平成30年度）

Ⅰ. 融資業務
1 融資実績の推移

2 融資実績の内訳

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

30 年度

29年度

28年度

27年度

平成 26年度

（億円）

17,764

16,718

17,777
76

16,720
01

15,594 15,594
00

14,850 14,850
00

12,331 12,331
00

直接貸付 代理貸付 設備貸与・投育

平成28年熊本地震
20億円 0.2％

東日本大震災復興
84億円 0.7％

セーフティネット
4,088億円 33.2％

その他 3億円 0.0％

環境・エネルギー対策
512億円 4.2％

企業再生
1,519億円 12.3％

企業活力強化
2,366億円 19.2％

新企業育成
3,705億円 30.1％

金額
1兆2,331億円

平成30年7月豪雨
29億円 0.2％
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3 融資残高の推移

4 融資残高の業種別内訳
（単位:億円、％）

平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末

製造業 29,015
（47.0）

27,729
（46.9）

26,752
（47.1）

25,881
（46.9）

24,871
（46.7）

建設業 2,937
（4.8）

2,744
（4.6）

2,602
（4.6）

2,559
（4.6）

2,521
（4.7）

物品販売業 10,271
（16.6）

9,855
（16.7）

9,201
（16.2）

8,955
（16.2）

8,343
（15.7）

運輸・情報通信業 5,643
（9.1）

5,409
（9.2）

5,389
（9.5）

5,356
（9.7）

5,382
（10.1）

サービス業 6,516
（10.5）

6,186
（10.5）

6,010
（10.6）

5,818
（10.6）

5,842
（11.0）

その他 7,402
（12.0）

7,180
（12.1）

6,887
（12.1）

6,562
（11.9）

6,302
（11.8）

合計 61,787
（100.0）

59,106
（100.0）

56,844
（100.0）

55,133
（100.0）

53,264
（100.0）

（注）…1.…融資残高には、社債を含みます。総貸付残高から設備貸与機関貸付及び投資育成会社貸付を除いたものの内訳です。
… 2.（　）内は構成比です。

5 融資残高の使途別内訳
（単位:億円、％）

平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末

運転 39,138
（63.3）

37,420
（63.3）

34,972
（61.5）

33,211
（60.2）

30,135
（56.6）

設備 22,649
（36.7）

21,686
（36.7）

21,872
（38.5）

21,922
（39.8）

23,128
（43.4）

合計 61,787
（100.0）

59,106
（100.0）

56,844
（100.0）

55,133
（100.0）

53,264
（100.0）

（注）…1.…融資残高には、社債を含みます。総貸付残高から設備貸与機関貸付及び投資育成会社貸付を除いたものの内訳です。
… 2.（　）内は構成比です。

30 年度末

29年度末

28年度末

27年度末

平成 26年度末

（億円）

58,997
20108

61,648 61,819
32139

直接貸付 代理貸付 設備貸与・投育

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

59,126

56,764

55,071

1280
56,856

862
55,141

53,215

449
53,269
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6 融資先数
（単位:先）

平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末
融資先数 46,583 45,583 44,665 44,145 43,929

（注）直接貸付先数です。

7 1先あたりの平均融資残高
（単位:百万円）

平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末
1先あたりの平均融資残高 132 129 127 124 121

（注）直接貸付先数に係る平均融資残高です。

8 融資金額別の融資割合

5百万円以下
4.3%

5百万円超10百万円以下
11.3%

10百万円超20百万円以下
15.4%

20百万円超30百万円以下
13.4%

30百万円超50百万円以下
20.2%

100百万円超
14.1%

50百万円超100百万円以下
21.3%

（注）件数構成比。融資には、社債を含みます。

 融資割合（内訳）（平成30年度）
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9 融資期間別の融資割合

Ⅱ. 信用保険業務
（単位:億円）

科目 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
保険引受額・貸付額
　中小企業信用保険 84,859 85,614 81,011 76,355 77,072
　信用保証協会貸付 － － － － －
　破綻金融機関等関連特別保険等 － － － － －
保険引受残高・貸付残高
　中小企業信用保険 279,702 260,111 240,936 224,010 212,640
　信用保証協会貸付 － － － － －
　破綻金融機関等関連特別保険等 0 0 0 0 0
　機械類信用保険 16 11 7 4 －
（注）…機械類信用保険は、平成15年度から新規引受けを停止しており、現在は既に成立している保険関係に係る保険金の支払、回収金の収納等の業務（機械保険経過業務）を行ってい

ます。

Ⅲ. 証券化支援業務
（単位:億円）

科目 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
資金供給支援額
　買取型 － 121 257 270 345
　保証型 － － － － －
資金供給支援残高
　買取型 － 121 337 501 672
　保証型 － － － － －
資産担保証券等保有残高、保証債務残高
　買取型（資産担保証券等保有残高） － 43 121 151 181
　買取型（資産担保証券等保証債務残高） － 15 37 66 103
　保証型（貸付債権保証債務残高） 1 0 0 0 0
　スタンドバイ・クレジット制度（保証債務残高） 39 44 46 53 52
（注）……1.買取型とは、日本公庫法第11条第1項第2号・別表第2第3号・第5号・第7号・第8号に定める業務をいいます。… …

2.保証型とは、日本公庫法第11条第1項第2号・別表第2第4号・第6号に定める業務をいいます。… …
3.資産担保証券等保有残高は、証券化支援業務・買取型における資産担保証券・信託受益権のうち、日本公庫が取得した劣後部分などです。… …
4.…スタンドバイ・クレジット制度は、経営強化法、地域資源活用促進法、農商工等連携促進法、農業競争力強化支援法及び食品等流通法により、日本公庫法第11条第1項第2号・
別表第2第4号に掲げる業務とみなされる債務の保証業務です。

3年以内
3.0%

3年超5年以内
33.2%

15年超
10.5%

10年超15年以内
13.0%

7年超10年以内
23.1%

5年超7年以内
17.2%

（注）金額構成比。融資には、社債を含みます。

 融資割合（内訳）（平成30年度）
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危機対応円滑化業務の実績
（単位：億円）

平成20年度
下期 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

ツーステップ・ローン 14,301 38,693 4,052 11,534 7,337 5,593 1,300 1,052 5,292 854 －

貸付け等 11,303 35,294 4,052 11,534 7,337 5,593 1,300 1,052 5,292 854 －

CP取得 2,998 3,398 － － － － － － － － －

損害担保 3,451 18,119 18,933 17,398 14,702 14,093 12,342 10,775 5,473 892 10

貸付け等 3,451 17,819 18,933 17,398 14,702 14,093 12,342 10,775 5,473 892 10

CP取得 － － － － － － － － － － －

出資 － 300 － － － － － － － － －

利子補給 － － 3 24 78 109 124 110 54 126 49

（注）…1.…ツーステップ・ローンの実績は、日本公庫が平成31年3月末までに指定金融機関（日本政策投資銀行、商工組合中央金庫）へ貸付実行した貸付金額です。
… 2.…損害担保のうち、
… … 　貸付け等の実績は、指定金融機関が平成31年3月末までに損害担保付き貸付け等を行ったもので、公庫が令和元年5月10日までに補償応諾した引受金額です。
… … 　出資（産活法関連）の実績は、公庫が補償応諾して指定金融機関が平成25年3月末までに出資を履行した引受金額です。
… 3.……利子補給の実績は、指定金融機関が平成30年9月末までに行った貸付け等を対象に、公庫が指定金融機関に交付した利子補給金額です（原則として各年10月1日から翌年3

月31日までの期間を対象に6月10日までに、各年4月1日から9月30日までの期間を対象に12月10日までに支給）。

特定事業促進円滑化業務の実績
（単位：億円）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
ツーステップ・ローン 200 13 78 106 29 11 10 5 －

（注）…1.…特定事業促進円滑化業務は、平成22年8月16日に業務を開始しました。
… 2.……ツーステップ・ローンの実績は、日本公庫が平成31年3月末までに指定金融機関（日本政策投資銀行）へ貸付実行した貸付金額です。

事業再編促進円滑化業務の実績
（単位：億円）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
ツーステップ・ローン － 250 － 200 － － － －

（注）…1.…事業再編促進円滑化業務は、平成26年1月20日に業務を開始しました。
… 2.……ツーステップ・ローンの実績は、日本公庫が平成31年3月末までに指定金融機関（日本政策投資銀行）へ貸付実行した貸付金額です（事業再編促進円滑化業務開始前の実績は、

平成26年1月20日付けで「産業競争力強化法」の施行に伴い廃止された「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」（平成11年法律第131号）に基づき、平
成23年7月1日に業務を開始した事業再構築等促進円滑化業務として貸付実行したもの）。

危機対応等円滑化業務
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財務の状況

　以下に掲載した株式会社日本政策金融公庫及び各勘定の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注
記表は、株式会社日本政策金融公庫法第42条、会社法第435条第2項の規定により作成したものであり、株式会社日本政
策金融公庫法第42条、会社法第436条第2項第1号の規定により、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けています。

第11期末（平成31年3月31日現在） 貸借対照表

科目 金額
（資産の部）
現金預け金 4,033,911
　現金 24
　預け金 4,033,887
有価証券 42,528
　国債 21,186
　社債 18,179
　株式 2,037
　その他の証券 1,124
貸出金 17,085,756
　証書貸付 17,085,756
その他資産 33,092
　前払費用 88
　未収収益 18,232
　代理店貸 1,113
　その他の資産 13,657
有形固定資産 195,636
　建物 52,358
　土地 139,859
　リース資産 1,512
　建設仮勘定 635
　その他の有形固定資産 1,271
無形固定資産 11,369
　ソフトウェア 10,961
　リース資産 62
　その他の無形固定資産 346
支払承諾見返 86,486
貸倒引当金 △400,603

資産の部合計 21,088,177

（単位:百万円）

科目 金額
（負債の部）
借用金 12,885,016
　借入金 12,885,016
社債 1,490,375
寄託金 27,905
保険契約準備金 838,433
その他負債 21,608
　未払費用 8,069
　前受収益 1,606
　金融派生商品 3
　リース債務 1,753
　その他の負債 10,175
賞与引当金 5,257
役員賞与引当金 24
退職給付引当金 89,530
役員退職慰労引当金 54
補償損失引当金 29,244
支払承諾 86,486
負債の部合計 15,473,937
（純資産の部）
資本金 4,195,898
資本剰余金 2,169,884
　経営改善資金特別準備金 181,500
　資本準備金 1,988,384
利益剰余金 △751,542
　利益準備金 199,537
　その他利益剰余金 △951,080
　　繰越利益剰余金 △951,080
株主資本合計 5,614,239
純資産の部合計 5,614,239
負債及び純資産の部合計 21,088,177

株式会社日本政策金融公庫
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第11期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで） 損益計算書
（単位:百万円）

科目 金額
経常収益 570,743

資金運用収益 221,556
　貸出金利息 220,903
　有価証券利息配当金 201
　預け金利息 450
　その他の受入利息 1
役務取引等収益 1,799
　損害担保補償料 1,376
　その他の役務収益 422
保険引受収益 290,746
　保険料 121,914
　責任共有負担金収入 4,600
　保険契約準備金戻入額 164,231
政府補給金収入 49,649
　一般会計より受入 49,627
　特別会計より受入 21
その他経常収益 6,992
　償却債権取立益 2,387
　株式等売却益 366
　その他の経常収益 4,238

経常費用 493,785
資金調達費用 49,916
　コールマネー利息  △ 9
　借用金利息 44,490
　社債利息 5,434
　その他の支払利息 0
役務取引等費用 3,328
　その他の役務費用 3,328
保険引受費用 190,344
　保険金 270,192
　回収金  △ 79,848
その他業務費用 5,971
　外国為替売買損 339
　国債等債券償却 3
　社債発行費償却 686
　利子補給金 4,941
営業経費 119,684
その他経常費用 124,540
　貸倒引当金繰入額 95,061
　補償損失引当金繰入額 10,847
　貸出金償却 13,528
　その他の経常費用 5,102

経常利益 76,957
特別利益 46

　固定資産処分益 46
特別損失 523

　固定資産処分損 375
　減損損失 148

当期純利益 76,480
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第11期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで） 株主資本等変動計算書
（単位：百万円）

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他
有価証
券評価
差額金

評価・換算
差額等
合計

経営改善
資金特別
準備金

資本準備金 資本剰余金
合計

利益
準備金

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計

繰越
利益剰余金

当期首残高 4,124,921 181,500 1,887,984 2,069,484 88,988 △916,988 △828,000 5,366,405 464 464 5,366,869

当期変動額

新株の
発行 70,977 100,400 100,400 171,377 171,377

準備金
繰入 110,549 △110,549 － － －

準備金
取崩 △0 0 － － －

国庫納付 △23 △23 △23 △23

当期純
利益 76,480 76,480 76,480 76,480

株主資本
以外の項
目の当期
変動額
(純額)

△464 △464 △464

当期変動額
合計 70,977 － 100,400 100,400 110,549 △34,091 76,457 247,834 △464 △464 247,370

当期末残高 4,195,898 181,500 1,988,384 2,169,884 199,537 △951,080 △751,542 5,614,239 － － 5,614,239
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個別注記表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針
1	 有価証券の評価基準及び評価方法

　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、関連会社株式については移
動平均法による原価法、その他有価証券については原則として決算日の市場価格等に基づく時価法、ただし時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

2	 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。ただし、クレジット・デフォルト・スワップ取引のうち市場価格に
基づく価額又は合理的に算定された価額がなく時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、債務保証
に準じて処理しております。

3	 固定資産の減価償却の方法
	 （1）	有形固定資産（リース資産を除く）

  　有形固定資産は、定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属
設備及び構築物については定額法）を採用しております。

  　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
　 　　建　物　　　２年～ 50年
　 　　その他　　　２年～ 20年

	 （2）	無形固定資産（リース資産を除く）
  　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当公庫内における利

用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
	 （3）	リース資産

  　所有権移転外ファイナンス･リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間
を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については零としております。

4	 繰延資産の処理方法
　社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。

5	 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

6	 引当金の計上基準
	 （1）	貸倒引当金

  　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
  　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同

等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接
減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しておりま
す。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸
念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、
その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

98 JFC2019 財務の状況　株式会社日本政策金融公庫

資
料
編



  　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しておりま
す。

  　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監
査部署が査定結果を監査しております。

  　なお、破綻先及び実質破綻先等に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証に
よる回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は
212,705百万円であります。

  　債権額から直接減額したものについては、株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令第4条の規定により主務
大臣から承認を受けて、取立不能見込額に対する貸倒引当金と債権額を相殺し、翌事業年度期首に当該貸倒引当金と
債権額を振り戻す洗い替え方式によっております。

	 （2）	補償損失引当金
  　補償損失引当金は、損害担保契約に関して生じる損失に備えるため、損失負担見込額を計上しております。

	 （3）	賞与引当金
  　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰

属する額を計上しております。
	 （4）	役員賞与引当金

  　役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰
属する額を計上しております。

	 （5）	退職給付引当金
  　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの
期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益
処理方法は次のとおりであります。

 　　過去勤務費用　　　 その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により損益
処理

  　　数理計算上の差異　 各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法に
より按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

	 （6）	役員退職慰労引当金
  　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のう

ち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

7	 保険契約準備金の計上基準
 　保険契約準備金は、株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令第9条第1項の規定により次に掲げる金額の合計額
を計上しており、また、同条第2項の規定により当該保険契約準備金では将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認
められる場合には、追加して保険契約準備金を計上しております。
　①責任準備金
　　保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した額
　②支払備金
　 　保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金及びまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定す

る支払事由が既に発生したと認められる保険金から、当該保険金に基づく回収金の見込額を控除した金額

8	 消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に
係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。
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未適用の会計基準等
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号平成30年3月30日）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第30号平成30年3月30日）
１． 概要

　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開
発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を
公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開
始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発さ
れ、適用指針と合わせて公表されたものです。
　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る
便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基
準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわ
せない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

2． 適用予定日
　令和4年3月期の期首から適用します。

３． 当該会計基準等の適用による影響
　「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

注記事項
（貸借対照表関係）
 １.  関係会社の株式総額　2,030百万円
 ２.  貸出金のうち、破綻先債権額は、国民一般向け業務勘定5,883百万円、農林水産業者向け業務勘定349百万円及び中小企業者向け融資・証券化支援保証業

務勘定2,423百万円であります。中小企業者向け証券化支援買取業務勘定、信用保険等業務勘定、危機対応円滑化業務勘定及び特定事業等促進円滑化業務
勘定には該当する債権はありません。延滞債権額は、国民一般向け業務勘定104,192百万円、農林水産業者向け業務勘定46,644百万円及び中小企業者向け
融資・証券化支援保証業務勘定431,557百万円であります。中小企業者向け証券化支援買取業務勘定、信用保険等業務勘定、危機対応円滑化業務勘定及び特
定事業等促進円滑化業務勘定には該当する債権はありません。

   なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとし
て未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）
第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。

   また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外
の貸出金であります。

 ３.  貸出金のうち、3カ月以上延滞債権額は、国民一般向け業務勘定39百万円及び農林水産業者向け業務勘定519百万円であります。中小企業者向け融資・証
券化支援保証業務勘定、中小企業者向け証券化支援買取業務勘定、信用保険等業務勘定、危機対応円滑化業務勘定及び特定事業等促進円滑化業務勘定には
該当する債権はありません。

   なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないもので
あります。

 ４.  貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は、国民一般向け業務勘定401,811百万円、農林水産業者向け業務勘定14,890百万円及び中小企業者向け融資・証券
化支援保証業務勘定75,654百万円であります。中小企業者向け証券化支援買取業務勘定、信用保険等業務勘定、危機対応円滑化業務勘定及び特定事業等促
進円滑化業務勘定には該当する債権はありません。

   なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務
者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

 ５.  破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は、国民一般向け業務勘定511,927百万円、農林水産業者向け業務勘
定62,403百万円及び中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定509,635百万円であります。

   なお、上記2．から5．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
 ６.  当公庫には、貸付契約締結をもって貸付金の全額又は一部を借入者に貸付実行することはせず、対象事業等の進捗状況等に応じて、貸付けを実行する取扱い

があります。貸借対照表に計上している証書貸付には、この貸付資金の未実行額は含まれておりません。
   なお、当事業年度末における未実行残高は163,305百万円であります。
 ７.  株式会社日本政策金融公庫法（平成19年法律第57号）第52条の規定により当公庫の総財産を社債1,490,375百万円の一般担保に供しております。
 ８.  有形固定資産の減価償却累計額 32,424百万円
 9. 偶発債務　
   当公庫は株式会社国際協力銀行が承継した次の株式会社日本政策金融公庫既発債券について、連帯して債務を負っております。なお、株式会社国際協力銀

行法（平成23年法律第39号）附則第17条第2項の規定により当公庫の総財産を当該連帯債務の一般担保に供しております。
  　財投機関債 20,000百万円
 10 ． 損害担保契約の補償引受額
  　補償引受残高（53,824件）  837,027百万円
  　補償損失引当金 　　　　　  29,244百万円
  　差引額 　　　　 807,783百万円
 11 ． 株式会社日本政策金融公庫法第47条（エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律（平成22年法律第38号）第17条の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）の規定により剰余金の配当に制限を受けております。
   同法第41条各号に掲げる業務（エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第17条の規定により読み替えて適用する場合を含
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む。）に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した
額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後三月以内に国庫に納付しなければならない
ものとされております。

   なお、同法第41条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を下回るときは、資本準備金及び
利益準備金を当該剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならないものとされております。

（損益計算書関係）
 1. 関係会社との取引による収益
  その他経常取引に係る収益総額　0百万円
 2. 関係会社との取引による費用
  その他の取引に係る費用総額　　0百万円

（株主資本等変動計算書関係）
 当事業年度の末日における発行済株式の数 （単位:株）

株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 10,165,849,107,741 171,377,000,000 ー 10,337,226,107,741

（注）変動事由の概要
　増加数の内訳は、次のとおりであります。
　　新株の発行による増加　171,377,000,000株

（金融商品関係）
 1. 金融商品の状況に関する事項

（1） 金融商品に対する取組方針
　当公庫は、株式会社日本政策金融公庫法に基づき一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、国民生活の向上に寄与することを目的とし
て、設立された株式会社であります。
　政策金融業務にあたって必要となる予算は国会において議決され、事業計画、資金計画（財政融資資金借入金、社債、一般会計出資金、貸出金等）につ
いても予算に添付し国会に提出しております。
　当該業務は、国民一般向け業務、農林水産業者向け業務、中小企業者向け融資・証券化支援保証業務、中小企業者向け証券化支援買取業務、信用保険
等業務、危機対応円滑化業務及び特定事業等促進円滑化業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定（以下、「業務勘定」という。）を設けて整理を行うことと
されております。
　また、当公庫が、財政融資資金借入金、社債、一般会計出資金等により調達した資金は、区分経理に従って業務勘定ごとに整理され、業務勘定間の資金
融通は基本的に想定されておりません。よって、保有する金融資産・金融負債に係るリスクについては、業務勘定ごとに資産及び負債の総合的管理（ALM）
を行っております。
　なお、余裕金の運用として保有する金融商品は、株式会社日本政策金融公庫法に基づき国債等の安全性が高いものに限定されております。
　国民一般向け業務勘定は、事業資金融資、教育資金融資等の業務を行っております。当該業務を行うため、財政融資資金の借入のほか、社債の発行に
よって資金調達を行っております。
　農林水産業者向け業務勘定は、農林漁業者や食品の製造等の事業を営む者に対し、農林漁業の持続的かつ健全な発展又は食料の安定供給の確保に資
する事業について、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、長期かつ低利の資金の供給を主な業務として行っております。当該業務を行
うため、財政融資資金の借入のほか、社債の発行等によって資金調達を行っております。
　中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定は、中小企業の成長発展を支援するため、民間金融機関を補完して長期資金の安定的な供給を行ってお
ります。当該業務を行うため、政府からの借入のほか、社債の発行によって資金調達を行っております。また、外貨貸付に伴う為替リスクを回避する目的か
ら、為替予約取引を行っております。
　中小企業者向け証券化支援買取業務勘定は、証券化手法を活用した民間金融機関等による中小企業者への無担保資金供給の促進及び中小企業者向
け貸付債権の証券化市場の育成を目的としております。当該業務を行うため、社債の発行によって資金調達を行っております。
　信用保険等業務勘定は、中小企業者に対する貸付けに係る債務の保証等についての保険等を行っております。当該業務を行うため、政府からの出資金
によって資金調達を行っております。
　危機対応円滑化業務勘定は、主務大臣が認定する内外の金融秩序の混乱、大規模災害等の危機発生時において、主務大臣が指定する指定金融機関に
対して、①貸付け、②損害担保（指定金融機関が行う貸付け等に損失が発生した場合において、当公庫が一定割合の補塡を行うもの）、③利子補給（当公
庫による信用供与を受けて指定金融機関が行った貸付け等について、当公庫が指定金融機関に対し利子補給金を支給するもの）の業務を行っております。
当該業務を行うため、①貸付けについては、財政融資資金の借入のほか、政府保証債の発行によって資金調達を行っておりますが、借入期間と貸付期間
を一致させており、また、調達コストは貸出金利息等で回収しております。②損害担保、③利子補給については、政府からの出資金等によって資金調達を
行っております。
　特定事業等促進円滑化業務勘定は、エネルギー環境適合製品を開発又は製造する事業の実施に必要な資金及び産業競争力強化の観点から事業再編
等の実施に必要な資金の調達の円滑化に資するため、主務大臣が指定する指定金融機関に対して貸付けの業務を行っております。当該業務を行うため、
財政融資資金の借入によって資金調達を行っておりますが、借入期間と貸付期間を一致させており、また、調達コストは貸出金利息で回収しております。

（２） 金融商品の内容及びそのリスク
　当公庫が保有する金融資産及び金融負債は、業務勘定ごとに区分し経理しており、各業務勘定の保有する金融資産及び金融負債の内容及びそのリスク
等は次のとおりであります。

 
 イ　国民一般向け業務勘定
  　 　当業務勘定が保有する金融資産は、主に小規模事業者に対する貸出金であり、金融負債は、主に借用金及び社債であり、次のリスクがあります。

（イ）信用リスク
  　当業務勘定では、事業資金融資、教育資金融資等の業務を行っており、これらの業務における与信先の信用状況の悪化や担保不動産の価格

等の変動により、債権の回収が不可能又は困難になり、損失を被る可能性があります。
  　当業務勘定では、融資審査時の適正な融資判断、融資後の債務者の実態に応じたきめ細やかな債権管理を行っているほか、統計手法を用い

た管理の導入等、管理手法の高度化に努めております。また、与信ポートフォリオは小口の事業資金、小口の教育資金等で構成されており、特定
の地域や業種等への与信集中はなく、リスク分散が図られております。しかしながら、今後の経済動向等、与信先を取り巻く環境の変化によって
は、信用状況が悪化する与信先が増加したり、貸出条件緩和等の金融支援を求められたりすることなどにより、当業務勘定の不良債権や与信関
係費用が増加する可能性があります。
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（ロ）市場リスク
  　当業務勘定が負う市場リスクは、主に金利リスクであります。
  　金利リスクについては、資産と負債の間でキャッシュ・フローをマッチングさせることにより、金利リスクを極小化する方針を採っておりますが、

すべてをマッチングさせることはできず、資産と負債の間で部分的にギャップが生じます。当業務勘定はこのギャップを原因とした金利リスクを
負っており、当該リスクに起因した損失を被る可能性があります。

（ハ）流動性リスク
  　当業務勘定では、預金受入を行っておらず、資金調達は財政融資資金、政府保証債及び財投機関債などの長期・安定的な資金を確保しており

ます。また、資金繰り状況を把握し、日々の資金繰りに備えて複数の民間金融機関と当座貸越枠を設定するなど、適切なリスク管理に努めている
ことから、流動性リスクは限定的と考えられますが、不測の事態において資金調達費用が増加する等の可能性があります。

 ロ　農林水産業者向け業務勘定
  　 　当業務勘定が保有する金融資産は、主に農林漁業及び食品産業に対する貸出金であり、金融負債は、主に借用金及び社債であり、次のリスクがあ

ります。
（イ）信用リスク
  　当業務勘定では、農林漁業及び食品産業向けの与信業務を行っており、与信先の信用状況の悪化や担保不動産の価格等の変動により、債権

の回収が不可能又は困難になり、損失を被る可能性があります。
  　このため、適切な融資審査及び期中管理の実行により、資産の健全性の維持・向上に努めております。
  　しかし、融資先の大多数を占める農林漁業は、零細経営が多く、気象災害などの自然条件の制約を受け易いという特徴を有しているので、今

後の情勢によっては、当業務勘定の不良債権や与信関係費用が増加する可能性があります。
（ロ）市場リスク
 　当業務勘定が負う市場リスクは、主に金利リスクであります。
  　金利リスクについては、資産と負債の間でキャッシュ・フローをマッチングさせることにより、金利リスクを極小化する方針を採っておりますが、

農林漁業政策の必要性から償還期間が長期、金利は固定となっているなどの特性があり、すべてをマッチングさせることはできず、資産と負債の
間で部分的にギャップが生じます。当業務勘定はこのギャップを原因とした金利リスクを負っており、当該リスクに起因した損失を被る可能性があ
ります。

（ハ）流動性リスク
  　当業務勘定では、預金受入を行っておらず、資金調達は財政融資資金及び財投機関債などの長期・安定的な資金を確保しております。また、資

金繰り状況を把握し、日々の資金繰りに備えて複数の民間金融機関と当座貸越枠を設定するなど、適切なリスク管理に努めていることから、流動
性リスクは限定的と考えられますが、不測の事態において資金調達費用が増加する等の可能性があります。

 ハ　中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定
当業務勘定が保有する金融資産は、主に中小企業者に対する貸出金及び有価証券であり、金融負債は、主に借用金及び社債であり、次のリスクが

あります。
（イ）信用リスク
  　当業務勘定では、①中小企業者に対する貸付け、②中小企業者が発行する社債の取得、③中小企業者に対する貸付債権・社債の証券化、④民

間金融機関等の貸付債権等の部分保証、証券化商品の保証を行う業務、⑤中小企業者等に対して海外で行われる貸付けに係る債務の保証、⑥
公庫に対して資金の貸付けに係る債務を有する中小企業者の株式又は持分の取得であって、当該債務を消滅させるためにするものを行っており
ます。当業務勘定では、適切な貸付審査への取組み並びに各種モニタリングを通じた信用リスクの把握及び評価等を行い、必要な管理を実施し
て信用コストの抑制に向けた対応を着実に進めております。しかしながら、国内外の経済動向の変化等に伴う、貸出先の信用状況の悪化や担保
不動産の価格等の変動、その他想定外の事由が発生した場合には、債権の回収が不可能又は困難になり、損失を被る可能性があります。

（ロ）市場リスク
  　当業務勘定が負う市場リスクは、主に金利リスク及び為替リスクであります。
  　金利リスクについては、資産と負債の間でキャッシュ・フローをマッチングさせることにより、金利リスクを極小化する方針を採っておりますが、

すべてをマッチングさせることはできず、資産と負債の間で部分的にギャップが生じます。当業務勘定はこのギャップを原因とした金利リスクを
負っており、当該リスクに起因した損失を被る可能性があります。

  　為替リスクについては、当業務勘定で行っている外貨貸付に伴い発生するもので、為替予約取引の実施により、為替リスクを極小化する方針
を採っております。

（ハ）流動性リスク
  　当業務勘定では、預金受入を行っておらず、資金調達は財政融資資金、政府保証債及び財投機関債などの長期・安定的な資金を確保しており

ます。また、資金繰り状況を把握し、日々の資金繰りに備えて複数の民間金融機関と当座貸越枠を設定するなど、適切なリスク管理に努めている
ことから、流動性リスクは限定的と考えられますが、不測の事態において資金調達費用が増加する等の可能性があります。

 ニ　中小企業者向け証券化支援買取業務勘定
当業務勘定が保有する金融資産は、主に有価証券であり、金融負債は、社債であり、次のリスクがあります。

（イ）信用リスク
  　当業務勘定では、①民間金融機関等の貸付債権を譲り受け証券化する業務、②証券化商品の一部買取りを行う業務を行っており、これらの業

務において中小企業者への与信に取り組んでいることから、当該中小企業者の信用状況の悪化により、債権の回収が不可能又は困難になり、そ
の結果保有する証券化商品が毀損し、損失を被る可能性があります。

（ロ）市場リスク
  　当業務勘定が負う市場リスクは、主に金利リスクであります。
  　金利リスクについては、資産と負債の間でキャッシュ・フローをマッチングさせることにより、金利リスクを極小化する方針を採っております。

（ハ）流動性リスク
  　当業務勘定では、預金受入を行っておらず、資金調達は財投機関債などの長期・安定的な資金を確保しております。また、資金繰り状況を把握

し、適切なリスク管理に努めていることから、流動性リスクは限定的と考えられますが、不測の事態において資金調達費用が増加する等の可能性
があります。

 ホ　信用保険等業務勘定
当業務勘定が保有する金融資産は、主に預け金であり、次のリスクがあります。

（イ）市場リスク
  　当業務勘定が負う市場リスクは、主に金利リスクであります。
  　当業務勘定では、政府からの出資により調達した資金については、財政融資資金への預託等の安全性が高いもので運用していることから、金
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利リスクは限定的と考えております。
（ロ）流動性リスク
  　当業務勘定では、預金受入を行っておらず、資金調達は政府からの出資金により長期・安定的な資金を確保していることから、流動性リスクは

限定的と考えております。

 ヘ　危機対応円滑化業務勘定
当業務勘定が保有する金融資産は、主に指定金融機関に対する貸出金であり、金融負債は、借用金であり、次のリスクがあります。

（イ）信用リスク　
  　当業務勘定が保有する金融資産は、主として、指定金融機関に対する、同機関が行う危機対応業務に要する資金の貸出金であり、当該指定金

融機関の信用状況の悪化により、債権の回収が不可能又は困難になり、損失を被る可能性があります。
  　また、指定金融機関が事業者に対して行う貸付け等により発生する損害額の一部の補塡を行っております。事業者の信用状況や経済状況等の

大幅な変化等により、補償金の支払額が補償料設定時の予測に反して変動することにより損失を被る可能性があります。
（ロ）市場リスク
  　当業務勘定では、指定金融機関に対する貸付けを行っておりますが、当該資金については財政融資資金借入により調達しております。当業務

勘定における貸付条件と借入条件は同一とし、調達コストは貸出金利息で回収していることから、市場リスクとしての金利リスクは存在しておりま
せん。

（ハ）流動性リスク
  　当業務勘定では、預金受入を行っておらず、資金調達は財政融資資金などの長期・安定的な資金を確保しております。また、指定金融機関に対

する補償金支払資金等についての十分な手元流動性を確保しており、流動性リスクは限定的と考えられますが、借用金は、不測の事態において
支払期日にその支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。

 ト　特定事業等促進円滑化業務勘定
当業務勘定が保有する金融資産は、主に指定金融機関に対する貸出金であり、金融負債は、借用金であり、次のリスクがあります。

（イ）信用リスク
  　当業務勘定が保有する金融資産は、主として、指定金融機関に対する、同機関が行う特定事業促進業務、事業再構築等促進業務及び事業再編

促進業務に要する資金の貸出金であり、当該指定金融機関の信用状況の悪化により、債権の回収が不可能又は困難になり、損失を被る可能性が
あります。

（ロ）市場リスク
  　当業務勘定では、指定金融機関に対する貸付けを行っておりますが、当該資金については財政融資資金借入により調達しております。当業務

勘定における貸付条件と借入条件は同一とし、調達コストは貸出金利息で回収していることから、市場リスクとしての金利リスクは存在しておりま
せん。

（ハ）流動性リスク
  　当業務勘定では、預金受入を行っておらず、資金調達は財政融資資金により長期・安定的な資金を確保しており、流動性リスクは限定的と考え

られますが、借用金は、不測の事態において支払期日にその支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。

（３） 金融商品に係るリスク管理体制
当公庫では、コーポレート・ガバナンス委員会を設置し、政策金融機能を持続的かつ安定的に発揮するために、金融商品に係るリスクも含め直面するリ

スクを総合的にとらえ、適切な管理を行っております。
なお、各業務において、信用リスク、市場リスク、資金調達に係る流動性リスクについて業務ごとの特性を考慮したリスク管理方針及び手続を策定し、こ

れを円滑に実施する体制を構築しております。
各業務のリスク管理体制は次のとおりであります。

 イ　国民一般向け業務
当業務のリスク管理体制は次のとおりであります。

（イ）信用リスクの管理
  　当業務では、融資業務・債権管理業務に関する諸規定及び信用リスクに関する管理諸規定に従い、（ⅰ）個別与信管理、（ⅱ）自己査定、（ⅲ）信用リ

スク計量化により、貸出金の信用リスクを管理する体制を整備し運営しております。これらの信用リスク管理は、各支店のほか審査企画部、リス
ク管理部等により行われ、定期的に事業本部長を議長とした事業本部運営会議を開催し、審議・報告を行っております。

  　具体的な管理方法は次のとおりであります。
（ⅰ）個別与信管理
  　当業務では、融資審査にあたり、融資対象としての適格性、資金使途の妥当性並びに事業者等の収益性及び維持力といった財務状況はも

とより、技術力、販売力、事業の将来性、事業者等の資質等についても検討し、適正な融資判断に努めております。
  　また、融資後の債権管理にあたっては、今後の事業見通しや返済能力等の把握を行い、実態に応じたきめ細かな管理に努めております。

（ⅱ） 自己査定
  　当業務では、金融庁の「金融検査マニュアル」に準拠した基準を策定し、自己査定を実施しております。自己査定にあたっては、支店による

一次査定、審査企画部による二次査定、監査部による内部監査という体制をとっております。自己査定結果は適切な償却・引当の実施のほか、
当業務における与信状況の不断の見直しを行うために内部活用するのみならず、当業務の財務内容の透明性向上のための資産内容の開示に
も積極的に利用しております。

（ⅲ）信用リスク計量化
  　当業務では、長年にわたり蓄積された信用供与先との取引データ分析に基づく信用スコアリングモデルを構築し、審査手続や与信ポートフォ

リオのモニタリングに活用しております。当業務の信用スコアリングモデルは、その判別精度を毎年度継続的に検証し、その結果に基づき
チューニングを実施することにより、信頼性を確保しております。

  　また、ポートフォリオ全体のリスク量把握のため、ポートフォリオが小口分散されているという当業務の特徴を踏まえた手法により、信用リス
クの計量化に取り組んでおります。

（ロ）市場リスクの管理
  　当業務では、資産と負債の間でのキャッシュ・フロー・ギャップを原因とした金利リスクを負っており、当該リスクに起因した損失を被る可能性が

あります。当業務ではマチュリティ・ラダー分析、デュレーション分析等の手法により、金利リスクの把握に努め、社債発行年限の多様化等により
金利リスクの低減を図るなど、適切なリスク管理に努めております。

  　なお、当業務では、リスク管理上、金利リスクに関する定量的分析を利用しておりません。
  　当業務において、金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「貸出金」、「借用金」及び「社債」であります。
  　その他すべてのリスク変数が一定の場合、平成31年3月31日現在の金利が50ベーシス・ポイント（0.5％）低ければ、当該金融資産と金融
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負債相殺後の純額（資産側）の時価は20,093百万円増加するものと考えられます。反対に、金利が50ベーシス・ポイント（0.5％）高ければ、
19,104百万円減少するものと考えられます。当該影響額は金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数と
の相関を考慮しておりません。また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性がありま
す。

（ハ）資金調達に係る流動性リスクの管理
  　当業務では、預金受入を行っておらず、資金調達は財政融資資金、政府保証債及び財投機関債などの長期・安定的な資金を確保しております。
  　また、資金繰り状況を把握し、日々の資金繰りに備えて複数の民間金融機関と当座貸越枠を設定するなど、適切なリスク管理に努めております。

 ロ　農林水産業者向け業務
当業務のリスク管理体制は次のとおりであります。

（イ）信用リスクの管理
 　当業務では、（ⅰ）個別与信管理、（ⅱ）信用格付、（ⅲ）自己査定及び（ⅳ）信用リスク計量化により、信用リスクを適切に管理しております。

（ⅰ）個別与信管理
  　当業務では、融資にあたって、融資対象としての適格性、融資条件の妥当性、事業の長期的見通しを踏まえた返済の確実性について審査し

ます。特に、返済の確実性については、業種（農林漁業等）のリスク特性を十分踏まえた審査基準の下、対象者の信用力、投資リスク及び投資
効果を精査し、収支・償還計画の実現可能性及び融資条件の適切性を総合的に勘案して返済可能性を検証・確認しております。

  　また、顧客の経営状況の継続的な把握に努め、積極的かつ丁寧な支援活動に取り組むことにより、貸出資産の健全性の維持・向上を図って
おります。

（ⅱ）信用格付
  　当業務では、信用格付により、経営悪化が懸念される顧客を早期に発見し、経営支援に取り組むことにより、貸出資産の健全性の維持・向上

に取り組んでおります。格付は、内部データに基づき構築したモデルにより付与しております。当業務のスコアリングモデルは、その判別精度
を毎年度継続的に検証し、その結果に基づきチューニングを実施することにより、信頼性を確保しております。

  　信用格付は、上記のほか、自己査定、個別与信の判断、信用リスク計量化等にも活用しており、当業務の信用リスク管理の基礎をなしており
ます。このため、信用格付体系は必要に応じ、適時見直しを行っております。

（ⅲ）自己査定
  　当業務では、金融庁の「金融検査マニュアル」に準拠した基準を策定し、自己査定を実施しております。自己査定にあたっては、支店による

一次査定、審査部及び再生支援部による二次査定、監査部による内部監査という体制をとっております。自己査定結果は適切な償却・引当の
実施のほか、当業務における与信状況の不断の見直しを行うために内部活用するのみならず、当業務の財務内容の透明性向上のための資産
内容の開示にも積極的に利用しております。

（ⅳ）信用リスク計量化
  　当業務では、ポートフォリオ全体のリスク量把握のため、信用リスクの計量化も行い、内部管理に活用しております。

（ロ）市場リスクの管理
  　当業務では、資産と負債の間でのキャッシュ・フロー・ギャップを原因とした金利リスクを負っており、当該リスクに起因した損失を被る可能性が

あります。当業務ではマチュリティ・ラダー分析、デュレーション分析等の手法により、金利リスクの把握に努め、調達年限の調整等により金利リ
スクの低減を図るなど、適切なリスク管理に努めております。

  　なお、当業務では、リスク管理上、金利リスクに関する定量的分析を利用しておりません。
  　当業務において、金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「貸出金」、「借用金」及び「社債」であります。
  　その他すべてのリスク変数が一定の場合、平成31年3月31日現在の金利が50ベーシス・ポイント（0.5％）低ければ、当該金融資産と金融負

債相殺後の純額（資産側）の時価は9,490百万円増加するものと考えられます。反対に、金利が50ベーシス・ポイント（0.5％）高ければ、8,327
百万円減少するものと考えられます。当該影響額は金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数との相関を
考慮しておりません。また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性があります。

（ハ）資金調達に係る流動性リスクの管理
  　当業務では、預金受入を行っておらず、資金調達は財政融資資金及び財投機関債などの長期・安定的な資金を確保しております。
  　また、資金繰り状況を把握し、日々の資金繰りに備えて複数の民間金融機関と当座貸越枠を設定するなど、適切なリスクの管理に努めておりま

す。

 ハ　中小企業者向け融資・証券化支援保証業務
当業務のリスク管理体制は次のとおりであります。

（イ）信用リスクの管理
（ⅰ）個別与信管理
  　当業務のうち融資業務は、公平・中立な立場から借入申込企業の実態を把握し、償還の確実性と資金使途の妥当性を検討し、融資などの判

断を行っております。
  　融資業務では、事業用の長期資金の融資などを専門とすることから、審査にあたっては、今後の事業収益を中心とする長期的返済能力を検

討し、償還の確実性について総合的に判断しております。
  　単に財務諸表を中心とする定量分析にとどまらず、企業の構成要素であるヒト・モノ・カネとその組合せである経営の様々な活動について、

申込企業の置かれている環境を含めて多面的な実態把握を行うとともに、申込企業の将来性を勘案し総合的な企業力を判断しております。
  　また、融資後も決算書などの提出を受けるほか、定期的な訪問などにより継続的な業況把握に努めております。自己査定の債務者区分や

必要に応じ提供を受ける経営改善計画書の検討結果などを踏まえ、取引方針を明確にし、適切な事後フォローを実施しております。
  　さらに、融資先企業の成長発展を支援するため、審査結果をできる限りフィードバックしているほか、経営課題解決のためのコンサルティン

グに努めております。特に、事業環境の変化などへの対応に苦慮する企業に対しては、経営改善提案書の作成・提供などにより経営の改善や
経営計画の策定を支援しております。

（ⅱ）信用格付
  　当業務のうち融資業務では、長年にわたり蓄積された中小企業者との取引データ分析に基づき開発した独自のスコアリングモデルと、実態

把握等による定性分析に基づき、取引先等の信用状況を把握する信用格付制度を構築、取引方針の策定や審査手続等に活用しております。
（ⅲ）自己査定
  　当業務のうち融資業務では、金融庁の「金融検査マニュアル」に準拠した基準を策定し、自己査定を実施しております。自己査定にあたって

は、営業部店が債務者区分の一次査定を実施し、営業部門とは分離した審査部門において二次査定を行っております。自己査定結果は他のセ
クションから独立した監査部が内部監査を行い、その正確性を検証しております。

  　また、自己査定結果に基づき、担保処分等による回収見込額及び貸倒実績率等を勘案した貸倒引当金を計上しております。
（ⅳ）信用リスク計量化
  　当業務のうち融資業務では、信用リスク計量について信用格付等を基礎に統計分析を行い、与信ポートフォリオ全体のリスク量を計量し、

モニタリングを行っております。こうしたモニタリングを通じて、リスクの制御について検討を進めております。
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（ⅴ）証券化支援業務における信用リスク管理
  　当業務のうち証券化支援業務では、長年にわたり蓄積した中小企業者との取引データ分析に基づき開発した独自のスコアリングモデルや

CRD（Credit Risk Database）などの外部モデルを活用して審査を行っております。さらに、プール債権全体の信用リスク量をモンテカルロ
シミュレーションなどの統計的手法により的確に把握し、信用リスクに応じた適切な保証料率の設定を行っております。

  　保証型組成後は、保証先の決算データなどの提出を受けるとともに、保証先の延滞倒産状況を確認し、信用リスクを的確に把握しておりま
す。

（ロ）市場リスクの管理
（ⅰ）金利リスク
  　金利リスクについては、資産と負債の間でキャッシュ・フローをマッチングさせることにより、金利リスクを極小化する方針を採っております

が、すべてをマッチングさせることはできず、資産と負債の間で部分的にギャップが生じます。当業務では、このギャップを原因とした金利リス
クを負っているため、マチュリティ・ラダー分析、デュレーション分析等の手法により、金利リスクの把握に努め、社債発行年限の多様化や借入
期間の調整等により金利リスクの低減を図るなど、適切なリスク管理に努めております。

（ⅱ）為替リスク
  　為替リスクについては、当業務では原則として為替予約取引を利用し、為替リスクを極小化する方針を採っております。
  　為替予約取引に関しては、取引の執行、事務管理に関する部門をそれぞれ分離した内部牽制体制を確立しております。また、為替予約取引

は、実需に基づいて実施しており、投機的なポジションは保持しておりません。
（ⅲ）市場リスクに係る定量的情報
  　当業務では、リスク管理上、市場リスクに関する定量的分析は利用しておりません。
  　当業務において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「貸出金」、「借用金」及び「社債」であります。
  　その他すべてのリスク変数が一定の場合、平成31年3月31日現在の金利が50ベーシス・ポイント（0.5％）低ければ、当該金融資産と金融

負債相殺後の純額（資産側）の時価は36,291百万円増加するものと考えられます。反対に、金利が50ベーシス・ポイント（0.5％）高ければ、
34,163百万円減少するものと考えられます。当該影響額は金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変
数との相関を考慮しておりません。また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性が
あります。

（ハ）資金調達に係る流動性リスクの管理
  　当業務では、預金受入を行っておらず、資金調達は財政融資資金、政府保証債及び財投機関債などの長期・安定的な資金を確保しております。
  　また、資金繰り状況を把握し、日々の資金繰りに備えて複数の民間金融機関と当座貸越枠を設定するなど、適切なリスク管理に努めております。

 ニ　中小企業者向け証券化支援買取業務
当業務のリスク管理体制は次のとおりであります。

（イ）信用リスクの管理
  　当業務では、長年にわたり蓄積した中小企業者との取引データ分析に基づき開発した独自のスコアリングモデルやCRD（Credit Risk 

Database）などの外部モデルを活用して審査を行っております。さらに、プール債権全体の信用リスク量をモンテカルロシミュレーションなどの
統計的手法により的確に把握し、信用リスクに応じた適切なリターンの設定を行っております。

（ロ）市場リスクの管理
  　当業務が負う市場リスクは、主に金利リスクであります。金利リスクについては、資産と負債の間でキャッシュ・フローをマッチングさせることに

より、金利リスクを極小化する方針を採っており、金利リスクは限定的と考えております。
  　なお、当業務では、リスク管理上、市場リスクに関する定量的分析は利用しておりません。
  　当業務において、金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「有価証券」及び「社債」であります。
  　その他すべてのリスク変数が一定の場合、平成31年3月31日現在の金利が50ベーシス・ポイント（0.5％）低ければ、当該金融資産と金融負

債相殺後の純額（資産側）の時価は1,699百万円増加するものと考えられます。反対に、金利が50ベーシス・ポイント（0.5％）高ければ、1,525
百万円減少するものと考えられます。当該影響額は金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数との相関を
考慮しておりません。また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性があります。

（ハ）資金調達に係る流動性リスクの管理
  　流動性リスクを極小化する制度設計を行っていること及び政府からの十分な支援が見込まれることから、流動性リスクは限定的と考えておりま

す。

 ホ　信用保険等業務
当業務のリスク管理体制は次のとおりであります。

（イ）市場リスクの管理
  　当業務が負う市場リスクは、主に金利リスクであります。
  　当業務では、政府からの出資により調達した資金については、財政融資資金への預託等の安全性が高いもので運用し、適切なリスク管理に努

めております。
（ロ）資金調達に係る流動性リスクの管理
  　資金調達は政府からの出資金によっております。また、資金繰り状況を把握し、適切なリスク管理に努めております。

 ヘ　危機対応円滑化業務
当業務のリスク管理体制は次のとおりであります。

（イ）信用リスクの管理
  　当業務では、金融庁の「金融検査マニュアル」に準拠した基準を策定し、自己査定を実施しております。自己査定にあたっては、監査部門による

監査を受けております。
（ロ）市場リスクの管理
  　当業務において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「貸出金」及び「借用金」であります。
  　当業務では、指定金融機関に対する貸付けを行っておりますが、当該資金については財政融資資金借入により調達しております。当業務にお

ける貸付条件と借入条件は同一としているため、「貸出金」から発生するキャッシュ・イン・フローと「借用金」から発生するキャッシュ・アウト・フロー
が一致する結果、総体としては、市場リスクとしての金利リスクは存在しておりません。

（ハ）資金調達に係る流動性リスクの管理
  　当業務では、預金受入を行っておらず、資金調達は財政融資資金などの長期・安定的な資金を確保しております。
  　また、借入期間と貸付期間を一致させているほか、指定金融機関に対する補償金支払資金等についての十分な手元流動性を確保しており、流

動性リスクは限定的と考えられます。
  　一方で、資金計画の精緻化に努め、流動性リスクを最小化する努力を継続しております。
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 ト　特定事業等促進円滑化業務
当業務のリスク管理体制は次のとおりであります。

（イ）信用リスクの管理
  　当業務では、金融庁の「金融検査マニュアル」に準拠した基準を策定し、自己査定を実施しております。自己査定にあたっては、監査部門による

監査を受けております。
（ロ）市場リスクの管理
  　当業務において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「貸出金」及び「借用金」であります。
  　当業務では、指定金融機関に対する貸付けを行っておりますが、当該資金については財政融資資金借入により調達しております。当業務にお

ける貸付条件と借入条件は同一としているため、「貸出金」から発生するキャッシュ・イン・フローと「借用金」から発生するキャッシュ・アウト・フロー
が一致する結果、総体としては、市場リスクとしての金利リスクは存在しておりません。

（ハ）資金調達に係る流動性リスクの管理
  　当業務では、預金受入を行っておらず、資金調達は財政融資資金により長期・安定的な資金を確保しております。
  　また、借入期間と貸付期間を一致させており、流動性リスクは限定的と考えられます。

（４） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定において

は一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 ２. 金融商品の時価等に関する事項
　平成31年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。
　なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注3）参照）。
 （単位:百万円）

貸借対照表計上額 時価 差額
（１）現金預け金
（２） 有価証券 

満期保有目的の債券
（３） 貸出金 

　貸倒引当金（＊1）

4,033,911

21,215
16,598,499
△230,359

4,046,873

22,706

12,961

1,491

16,368,139 17,123,247 755,108
資産計 20,423,266 21,192,827 769,561

（１）借用金
（２）社債

12,731,423
1,490,375

12,942,057
1,521,156

210,633
30,780

負債計 14,221,799 14,463,213 241,413
デリバティブ取引（＊２）

　ヘッジ会計が適用されていないもの （3） （3） －
　ヘッジ会計が適用されているもの － － －
デリバティブ取引計 （3） （3） －

（＊１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊２） その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目については、（　）で表示しております。

（注１） 金融商品の時価の算定方法
  資　産

（１） 現金預け金
　満期のないあるいは満期が3カ月以内の預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満
期が3カ月超の預け金については、預入期間に基づく区分ごとに、対応する期間のリスクフリー・レート（国債の指標レート）で割り引いて時価を算
定しております。

（２） 有価証券
　債券は市場価格によっております。ただし、中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定における社債については、時価は帳簿価額と近似し
ていることから、当該帳簿価額を時価としております。
　なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しております。

（３） 貸出金
　貸出金は、次により算定しております。

 イ　国民一般向け業務勘定
　 　貸出金は、資本性劣後ローンを除き、すべて固定金利であり、要管理先以上の貸出金について債務者区分ごとにリスク修正を行った元利金

の合計額をリスクフリー・レート（国債の指標レート）で割り引いて時価を算定しております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する
債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表上の債権
等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。

 ロ　農林水産業者向け業務勘定
　 　貸出金は、資本性劣後ローンの一部を除き、すべて固定金利であり、債務者区分ごとにリスク修正を行った元利金の合計額をリスクフリー・

レート（国債の指標レート）で割り引いて時価を算定しております。
 ハ　中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定

　 　固定金利が適用される貸出金は、債務者区分ごとにリスク修正を行った元利金の合計額をリスクフリー・レート（国債の指標レート）で割り引
いて時価を算定しております。

　 　変動金利が適用される貸出金は、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価
額に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

　 　また、破綻先、実質破綻先及び変動金利が適用される破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて
貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、
当該価額を時価としております。

 ニ　中小企業者向け証券化支援買取業務勘定及び信用保険等業務勘定
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　 　該当事項はありません。
 ホ　危機対応円滑化業務勘定及び特定事業等促進円滑化業務勘定

　 　貸出金は、すべて固定金利であり、債務者及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を、債務者が発行する債券の市場利回りより推定し
た利率で割り引いて時価を算定しております。

  負　債
（１） 借用金

　借用金については、固定金利であり、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額をリスクフリー・レート（国債の指標レート）で割
り引いて時価を算定しております。

（２） 社債
　社債の時価は、市場価格によっております。

  デリバティブ取引
デリバティブ取引は為替予約取引であり、時価は取引先金融機関から提示された価格によっております。

（注２）  損害担保契約については、与信判断は指定金融機関が行い、当公庫は、貸付時点において個別補償先に対する与信判断に関与しない仕組みとなってい
ることから、当公庫は個別補償先の財務データを保有しておらず、将来にわたるキャッシュ・フローを合理的に見積もることができません。したがって、
時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。

  なお、損害担保契約に係る補償引受額は次のとおりであります。
  　補償引受残高　　837,027百万円
  　補償損失引当金　  29,244百万円

（注３）  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産（2）有価証券」、「資産（3）
貸出金」及び「負債（1）借用金」には含まれておりません。

 （単位：百万円）
区分 貸借対照表計上額

①非上場株式（＊1） 2,037
②社債（特定資産担保証券）（＊２） 18,150
③組合出資金（＊３） 1,124
④証書貸付（資本性劣後ローン）（＊４） 487,257
⑤一般会計借入金（＊５） 131,300
⑥産業投資借入金（＊６） 22,292
合計 662,162

（＊1） 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
（＊2） 社債（特定資産担保証券）については、市場価格がありません。これらは、複数の金融機関がオリジネートした中小企業者向けの貸出債権を裏付資産として発行された証券

でありますが、当該証券の優先劣後構造を設ける際、①まず各金融機関の貸出債権の集合をそれぞれサブプールとみなした上で、サブプールごとに最劣後部分を切出し、
②次にサブプールの最劣後以外の部分を合同化した上で優先劣後構造に切り分けております。このため、当公庫が保有する合同化された社債（特定資産担保証券）の時価
評価にあたっては、裏付資産となる債務者個々の財務データが必要となりますが、当公庫は当該情報を継続して入手できる仕組みにはなっていないため、時価を把握する
のは極めて困難であることから、時価開示の対象とはしておりません。

（＊3） 組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
（＊4） 挑戦支援資本強化特例制度等を適用した証書貸付（資本性劣後ローン）については、貸付時において金利は決定されず、毎年の債務者の事業実績に基づく成功判定の結

果による利率が適用されるスキームとなっているため、合理的に将来のキャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象とはしておりません。

（＊5） 国民一般向け業務勘定における一般会計借入金については、償還期限の定めはなく、合理的に将来のキャッシュ・フローを見積もることができないため、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。

（＊6） 産業投資借入金については、借入時において金利は設定されず、最終割賦金償還後、一括して利息を支払うスキームとなっているため、合理的に将来のキャッシュ・フロー
を見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。

（注４） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
 （単位：百万円）

1年以内 1年超3年以内 3年超5年以内 5年超7年以内 7年超10年以内 10年超
預け金（＊1） 2,687,487 431,300 470,100 445,000 － 　－
有価証券
　満期保有目的の債券 18 － － － － 21,078
貸出金（＊２） 3,318,138 5,501,027 3,429,326 1,865,134 1,422,161 1,399,502
合計 6,005,644 5,932,327 3,899,426 2,310,134 1,422,161 1,420,581

（＊1）預け金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
（＊2）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない150,466百万円は含めておりません。

（注５） 借用金及び社債の決算日後の返済予定額
 （単位：百万円）

１年以内 １年超３年以内 ３年超５年以内 ５年超７年以内 ７年超10年以内 10年超
借用金（＊） 3,043,673 4,677,924 2,617,349 1,127,106 790,586 497,074
社債 330,000 455,000 320,000 140,000 185,000 60,000
合計 3,373,673 5,132,924 2,937,349 1,267,106 975,586 557,074

（＊）借用金のうち、償還期限の定めのない一般会計借入金131,300百万円は含めておりません。
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（有価証券関係）
 貸借対照表の「国債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「預け金」中の譲渡性預け金が含まれております。
 1. 満期保有目的の債券（平成31年3月31日現在）

種類 貸借対照表計上額（百万円） 時価（百万円） 差額（百万円）
時価が貸借対照表計上額を
超えるもの 国債 21,186 22,677 1,491

時価が貸借対照表計上額を
超えないもの 社債 28 28 －

合計 21,215 22,706 1,491

 2. 子会社・子法人等株式・出資金及び関連法人等株式・出資金（平成31年3月31日現在）
（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式・出資金及び関連法人等株式・出資金

貸借対照表計上額（百万円）
関連法人等株式・出資金 2,030

これについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。

 3. その他有価証券（平成31年3月31日現在）
種類 貸借対照表計上額（百万円） 取得原価（百万円） 差額（百万円）

貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの その他 369,230 369,230 －

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券
貸借対照表計上額（百万円）

株式 7
債券
　社債 18,150
その他 1,124
合計 19,282

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 4. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）
売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

その他 366 366 －

（税効果会計関係）
 当公庫は、法人税法（昭和40年法律第34号）第2条第5号の公共法人であり、法人税を納める義務がないため、税効果会計は適用しておりません。

（退職給付関係）
 １. 採用している退職給付制度の概要

当公庫は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けており、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
当公庫の企業年金基金制度は複数事業主制度でありますが、年金資産の額を、退職給付債務の比率に応じて合理的に算定できるため、関連する注記は、以下
の確定給付制度の注記に含めて記載しております。

企業年金基金制度（積立型制度であります。）では、給与と勤務期間に基づいた年金を支給しております。退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、
退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

 2. 確定給付制度
（１） 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 174,915百万円
勤務費用 6,174
利息費用 174
数理計算上の差異の発生額 2,053
退職給付の支払額 △10,065
過去勤務費用の発生額 －
その他 －
退職給付債務の期末残高 173,252

（２） 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 61,822百万円
期待運用収益 1,236
数理計算上の差異の発生額 △52
事業主からの拠出額 2,931
退職給付の支払額 △3,302
その他 －
年金資産の期末残高 62,635

（３） 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 86,444百万円

108 JFC2019 財務の状況　株式会社日本政策金融公庫

資
料
編



年金資産 △62,635
   23,809
非積立型制度の退職給付債務 86,808
未積立退職給付債務 110,617
未認識数理計算上の差異 △27,376
未認識過去勤務費用 6,289
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 89,530
退職給付引当金 89,530
前払年金費用 －
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 89,530

（４） 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 6,174百万円
利息費用 174
期待運用収益 △1,236
数理計算上の差異の費用処理額 4,449
過去勤務費用の費用処理額 △1,361
その他 －
確定給付制度に係る退職給付費用 8,200

（５） 年金資産に関する事項
①年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

株式 24％
債券 63％
一般勘定 13％
現金及び預金 1％
合計 100％

②長期期待運用収益率の設定方法
　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待
される長期の収益率を考慮しております。

（６） 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

①割引率 0.1％
②長期期待運用収益率 2.0％
③予想昇給率 1.5％～ 6.2％

 3. 確定拠出制度
　当公庫の確定拠出制度への要拠出額は375百万円であります。

（持分法損益等関係）
  関連会社に対する投資の金額 2,030百万円
  持分法を適用した場合の投資の金額 1,988百万円
  持分法を適用した場合の投資利益の金額 40百万円

（関連当事者との取引関係）
 1. 親会社及び法人主要株主等 （単位：百万円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

主要株主 財務省
（財務大臣）(注1、２）

被所有
直接96.72％ 政策金融行政

増資の引受（注３） 169,544 － －
政府補給金収入 14,802 － －
資金の受入（注４） 2,722,519

借入金 12,733,939
借入金の返済 3,350,741
借入金利息の支払 44,491 未払費用 6,099
資金の預託（注５） 8,010,500

預け金 3,435,800
資金の払戻 7,820,500
社債への被保証（注６） 800,394 － －

 （注） 1. 財務省（財務大臣）以外の省庁の議決権等の所有（被所有）割合は次のとおりであります。
   　厚生労働省（厚生労働大臣） 0.05％
   　農林水産省（農林水産大臣） 0.39％
   　経済産業省（経済産業大臣） 2.84％
  2. 財務省以外の省庁との取引については次のとおりであります。
   　厚生労働省　増資の引受 433百万円
   　経済産業省　増資の引受 1,400百万円
   　厚生労働省　政府補給金収入 3,145百万円
   　農林水産省　政府補給金収入 11,535百万円
   　経済産業省　政府補給金収入 75百万円
   　資源エネルギー庁　政府補給金収入 1百万円
   　中小企業庁　政府補給金収入 20,089百万円
   　農林水産省　借入金の返済 5,018百万円
  ３. 増資の引受は、当公庫が行った増資を1株につき1円で引き受けたものであります。
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  ４. 資金の受入は、財政融資資金の借入等であり、財政融資資金借入は財政融資資金貸付金利が適用されております。
  ５. 資金の預託は、財政融資資金への預託であり、財政融資資金預託金利が適用されております。
  ６. 社債への被保証については、保証料の支払はありません。
  7. 取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。

 2. 兄弟会社等 （単位：百万円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

主要株主（会社等）
が議決権の過半数
を所有している会
社等

株式会社
国際協力銀行 なし 連帯債務関係 連帯債務

20,000（注1、３） － －

140,000（注２、３） － －

 （注） １.  株式会社国際協力銀行法附則第17条第1項第2号の規定により株式会社国際協力銀行が承継した株式会社日本政策金融公庫既発債券に対し、当公庫が負ってい
る連帯債務であります。なお、同法附則第17条第2項の規定により当公庫の総財産を当該連帯債務の一般担保に供しております。

  2.  株式会社日本政策金融公庫法附則第46条の2第1項の規定により当公庫が償還する株式会社日本政策金融公庫既発債券に対し、株式会社国際協力銀行が負って
いる連帯債務であります。なお、同法附則第46条の2第2項の規定により株式会社国際協力銀行の総財産が当該連帯債務の一般担保に供されております。

  ３.  連帯債務に関して収益及び費用として計上している取引はありません。
  ４.  取引金額には消費税等は含まれておりません。

（１株当たり情報）
 １株当たりの純資産額 0円54銭
 １株当たりの当期純利益金額 0円0銭

（重要な後発事象）
 該当事項はありません。

110 JFC2019 財務の状況　株式会社日本政策金融公庫

資
料
編



第11期末（平成31年3月31日現在） 貸借対照表
（単位:百万円）

国民一般向け業務勘定国民生活事業

科目 金額
（資産の部）
現金預け金 51,893
　現金 18
　預け金 51,875
貸出金 7,010,447
　証書貸付 7,010,447
その他資産 10,450
　前払費用 13
　未収収益 6,380
　代理店貸 828
　その他の資産 3,227
有形固定資産 97,676
　建物 30,345
　土地 65,243
　リース資産 955
　建設仮勘定 253
　その他の有形固定資産 878
無形固定資産 5,979
　ソフトウェア 5,780
　リース資産 44
　その他の無形固定資産 155
貸倒引当金 	△	109,784
資産の部合計 7,066,663

科目 金額
（負債の部）
借用金 5,498,618
　借入金 5,498,618
社債 650,306
その他負債 6,298
　未払費用 1,747
　リース債務 1,117
　その他の負債 3,433
賞与引当金 3,202
役員賞与引当金 8
退職給付引当金 53,671
役員退職慰労引当金 20
負債の部合計 6,212,125
（純資産の部）
資本金 1,166,433
資本剰余金 181,500
　経営改善資金特別準備金 181,500
利益剰余金 △493,394
　その他利益剰余金 △493,394
　　繰越利益剰余金 △493,394
株主資本合計 854,538
純資産の部合計 854,538
負債及び純資産の部合計 7,066,663
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第11期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで） 損益計算書
（単位:百万円）

科目 金額
経常収益 137,221

資金運用収益 111,876
　貸出金利息 111,876
　預け金利息 0
　その他の受入利息 0
役務取引等収益 0
　その他の役務収益 0
政府補給金収入 23,737
　一般会計より受入 23,737
　特別会計より受入 0
その他経常収益 1,607
　償却債権取立益 447
　その他の経常収益 1,160

経常費用 146,859
資金調達費用 6,023
　コールマネー利息 △5
　借用金利息 5,578
　社債利息 450
役務取引等費用 541
　その他の役務費用 541
その他業務費用 333
　社債発行費償却 333
営業経費 72,255
その他経常費用 67,705
　貸倒引当金繰入額 56,908
　貸出金償却 10,705
　その他の経常費用 91

経常損失 9,637
特別利益 45

　固定資産処分益 45
特別損失 410

　固定資産処分損 273
　減損損失 136

当期純損失 10,002
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第11期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで） 株主資本等変動計算書
（単位：百万円）

株主資本

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計経営改善資金

特別準備金
資本剰余金

合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越
利益剰余金

当期首残高 1,137,634 181,500 181,500 △483,392 △483,392 835,741 835,741

当期変動額

　新株の発行 28,799 28,799 28,799

　当期純損失 △10,002 △10,002 △10,002 △10,002

当期変動額合計 28,799 － － △10,002 △10,002 18,796 18,796

当期末残高 1,166,433 181,500 181,500 △493,394 △493,394 854,538 854,538
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個別注記表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針
１	 固定資産の減価償却の方法
	 （１）	有形固定資産（リース資産を除く）

  　有形固定資産は、定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属
設備及び構築物については定額法）を採用しております。

 　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
 　　建　物　　　２年～ 50年
 　　その他　　　２年～ 20年

	 （２）	無形固定資産（リース資産を除く）
  　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当公庫内における利

用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
	 （３）	リース資産

  　所有権移転外ファイナンス･リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間
を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については零としております。

２	 繰延資産の処理方法
　社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。

３	 引当金の計上基準
	 （１）	貸倒引当金

  　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
  　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同

等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接
減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しておりま
す。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸
念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、
その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

  　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しておりま
す。

  　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監
査部署が査定結果を監査しております。

  　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回
収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は133,903
百万円であります。

  　債権額から直接減額したものについては、株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令第4条の規定により主務
大臣から承認を受けて、取立不能見込額に対する貸倒引当金と債権額を相殺し、翌事業年度期首に当該貸倒引当金と
債権額を振り戻す洗い替え方式によっております。

	 （２）	賞与引当金
  　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰

属する額を計上しております。
	 （３）	役員賞与引当金

  　役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰
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属する額を計上しております。
	 （４）	退職給付引当金

  　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの
期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益
処理方法は次のとおりであります。

 　　過去勤務費用　　　 その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により損益
処理

 　　数理計算上の差異　 各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法に
より按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

	 （５）	役員退職慰労引当金
  　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のう

ち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

４	 消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に
係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。

未適用の会計基準等
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号平成30年3月30日）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第30号平成30年3月30日）
１． 概要

　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開
発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を
公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開
始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発さ
れ、適用指針と合わせて公表されたものです。
　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る
便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基
準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわ
せない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

２． 適用予定日
　令和4年3月期の期首から適用します。

３． 当該会計基準等の適用による影響
　「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

注記事項
（貸借対照表関係）
 １. 貸出金のうち、破綻先債権額は5,883百万円、延滞債権額は104,192百万円であります。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとし
て未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）
第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外
の貸出金であります。

 ２. 貸出金のうち、3カ月以上延滞債権額は39百万円であります。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないもので

あります。
 ３. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は401,811百万円であります。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務
者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
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 ４. 破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は511,927百万円であります。
なお、上記1．から4．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

 ５.  当公庫には、貸付契約締結をもって貸付金の全額又は一部を借入者に貸付実行することはせず、対象事業等の進捗状況等に応じて、貸付けを実行する取扱い
があります。貸借対照表に計上している証書貸付には、この貸付資金の未実行額は含まれておりません。

なお、当事業年度末における未実行残高は7,338百万円であります。
 ６.  株式会社日本政策金融公庫法（平成19年法律第57号）第52条の規定により当公庫の総財産を当公庫の発行する全ての社債（うち、当業務勘定の発行する

社債は650,306百万円）の一般担保に供しております。
 ７. 有形固定資産の減価償却累計額 18,482百万円
 ８. 偶発債務

当業務勘定は株式会社国際協力銀行が承継した次の株式会社日本政策金融公庫既発債券について、連帯して債務を負っております。なお、株式会社国際協
力銀行法（平成23年法律第39号）附則第17条第2項の規定により当業務勘定の総財産を当該連帯債務の一般担保に供しております。

  　財投機関債 20,000百万円
 ９.  株式会社日本政策金融公庫法第47条（エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律（平成22年法律第38号）第17条の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）の規定により剰余金の配当に制限を受けております。
同法第41条各号に掲げる業務（エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第17条の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した
額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後三月以内に国庫に納付しなければならない
ものとされております。

なお、同法第41条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を下回るときは、資本準備金及び
利益準備金を当該剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならないものとされております。

（株主資本等変動計算書関係）
	 当事業年度の末日における発行済株式の数 （単位：株）

株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 1,319,134,000,000 28,799,000,000 － 1,347,933,000,000

（注）変動事由の概要
　増加数の内訳は、次のとおりであります。
　　新株の発行による増加　28,799,000,000株

（金融商品関係）
 1. 金融商品の状況に関する事項

（１） 金融商品に対する取組方針
当公庫は、株式会社日本政策金融公庫法に基づき一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、国民生活の向上に寄与することを目的とし

て、設立された株式会社であります。
政策金融業務にあたって必要となる予算は国会において議決され、事業計画、資金計画（財政融資資金借入金、社債、一般会計出資金、貸出金等）につ

いても予算に添付し国会に提出しております。
当該業務は、国民一般向け業務、農林水産業者向け業務、中小企業者向け融資・証券化支援保証業務、中小企業者向け証券化支援買取業務、信用保険

等業務、危機対応円滑化業務及び特定事業等促進円滑化業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定（以下、「業務勘定」という。）を設けて整理を行うことと
されております。

また、当公庫が、財政融資資金借入金、社債、一般会計出資金等により調達した資金は、区分経理に従って業務勘定ごとに整理され、業務勘定間の資金
融通は基本的に想定されておりません。よって、保有する金融資産・金融負債に係るリスクについては、業務勘定ごとに資産及び負債の総合的管理（ALM）
を行っております。

なお、余裕金の運用として保有する金融商品は、株式会社日本政策金融公庫法に基づき国債等の安全性が高いものに限定されております。
当業務勘定は、事業資金融資、教育資金融資等の業務を行っております。当該業務を行うため、財政融資資金の借入のほか、社債の発行によって資金

調達を行っております。
（２） 金融商品の内容及びそのリスク

当公庫が保有する金融資産及び金融負債は、業務勘定ごとに区分し経理しております。
当業務勘定が保有する金融資産は、主に小規模事業者に対する貸出金であり、金融負債は、主に借用金及び社債であり、次のリスクがあります。

 イ　信用リスク
当業務勘定では、事業資金融資、教育資金融資等の業務を行っており、これらの業務における与信先の信用状況の悪化や担保不動産の価格等の

変動により、債権の回収が不可能又は困難になり、損失を被る可能性があります。
当業務勘定では、融資審査時の適正な融資判断、融資後の債務者の実態に応じたきめ細やかな債権管理を行っているほか、統計手法を用いた管

理の導入等、管理手法の高度化に努めております。また、与信ポートフォリオは小口の事業資金、小口の教育資金等で構成されており、特定の地域や
業種等への与信集中はなく、リスク分散が図られております。しかしながら、今後の経済動向等、与信先を取り巻く環境の変化によっては、信用状況
が悪化する与信先が増加したり、貸出条件緩和等の金融支援を求められたりすることなどにより、当業務勘定の不良債権や与信関係費用が増加する
可能性があります。

 ロ　市場リスク
当業務勘定が負う市場リスクは、主に金利リスクであります。
金利リスクについては、資産と負債の間でキャッシュ・フローをマッチングさせることにより、金利リスクを極小化する方針を採っておりますが、すべ

てをマッチングさせることはできず、資産と負債の間で部分的にギャップが生じます。当業務勘定はこのギャップを原因とした金利リスクを負っており、
当該リスクに起因した損失を被る可能性があります。

 ハ　流動性リスク
当業務勘定では、預金受入を行っておらず、資金調達は財政融資資金、政府保証債及び財投機関債などの長期・安定的な資金を確保しております。

また、資金繰り状況を把握し、日々の資金繰りに備えて複数の民間金融機関と当座貸越枠を設定するなど、適切なリスク管理に努めていることから、
流動性リスクは限定的と考えられますが、不測の事態において資金調達費用が増加する等の可能性があります。

（３） 金融商品に係るリスク管理体制
当公庫では、コーポレート・ガバナンス委員会を設置し、政策金融機能を持続的かつ安定的に発揮するために、金融商品に係るリスクも含め直面するリ

スクを総合的にとらえ、適切な管理を行っております。
なお、各業務において、信用リスク、市場リスク、資金調達に係る流動性リスクについて業務ごとの特性を考慮したリスク管理方針及び手続を策定し、こ

れを円滑に実施する体制を構築しております。
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当業務のリスク管理体制は次のとおりであります。
 イ　信用リスクの管理

当業務では、融資業務・債権管理業務に関する諸規定及び信用リスクに関する管理諸規定に従い、（ⅰ）個別与信管理、（ⅱ）自己査定、（ⅲ）信用リスク
計量化により、貸出金の信用リスクを管理する体制を整備し運営しております。これらの信用リスク管理は、各支店のほか審査企画部、リスク管理部
等により行われ、定期的に事業本部長を議長とした事業本部運営会議を開催し、審議・報告を行っております。

具体的な管理方法は次のとおりであります。
（ⅰ）個別与信管理
  　当業務では、融資審査にあたり、融資対象としての適格性、資金使途の妥当性並びに事業者等の収益性及び維持力といった財務状況はもとより、

技術力、販売力、事業の将来性、事業者等の資質等についても検討し、適正な融資判断に努めております。
  　また、融資後の債権管理にあたっては、今後の事業見通しや返済能力等の把握を行い、実態に応じたきめ細かな管理に努めております。

（ⅱ）自己査定
  　当業務では、金融庁の「金融検査マニュアル」に準拠した基準を策定し、自己査定を実施しております。自己査定にあたっては、支店による一次

査定、審査企画部による二次査定、監査部による内部監査という体制をとっております。自己査定結果は適切な償却・引当の実施のほか、当業務に
おける与信状況の不断の見直しを行うために内部活用するのみならず、当業務の財務内容の透明性向上のための資産内容の開示にも積極的に利
用しております。

（ⅲ）信用リスク計量化
  　当業務では、長年にわたり蓄積された信用供与先との取引データ分析に基づく信用スコアリングモデルを構築し、審査手続や与信ポートフォリ

オのモニタリングに活用しております。当業務の信用スコアリングモデルは、その判別精度を毎年度継続的に検証し、その結果に基づきチューニ
ングを実施することにより、信頼性を確保しております。

  　また、ポートフォリオ全体のリスク量把握のため、ポートフォリオが小口分散されているという当業務の特徴を踏まえた手法により、信用リスクの
計量化に取り組んでおります。

 ロ　市場リスクの管理
当業務では、資産と負債の間でのキャッシュ・フロー・ギャップを原因とした金利リスクを負っており、当該リスクに起因した損失を被る可能性があり

ます。当業務ではマチュリティ・ラダー分析、デュレーション分析等の手法により、金利リスクの把握に努め、社債発行年限の多様化等により金利リス
クの低減を図るなど、適切なリスク管理に努めております。

なお、当業務では、リスク管理上、金利リスクに関する定量的分析を利用しておりません。
当業務において、金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「貸出金」、「借用金」及び「社債」であります。
その他すべてのリスク変数が一定の場合、平成31年3月31日現在の金利が50ベーシス・ポイント（0.5％）低ければ、当該金融資産と金融負債相

殺後の純額（資産側）の時価は20,093百万円増加するものと考えられます。反対に、金利が50ベーシス・ポイント（0.5％）高ければ、19,104百万
円減少するものと考えられます。当該影響額は金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数との相関を考慮して
おりません。また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性があります。

 ハ　資金調達に係る流動性リスクの管理
当業務では、預金受入を行っておらず、資金調達は財政融資資金、政府保証債及び財投機関債などの長期・安定的な資金を確保しております。
また、資金繰り状況を把握し、日々の資金繰りに備えて複数の民間金融機関と当座貸越枠を設定するなど、適切なリスク管理に努めております。

（４） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定において

は一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 ２. 金融商品の時価等に関する事項
　平成31年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。
　なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）参照）。
 （単位：百万円）

貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金預け金
（2） 貸出金 

　貸倒引当金（＊）

51,893
6,989,657
△98,147

51,893 －

6,891,509 7,134,955 243,446
資産計 6,943,403 7,186,849 243,446

（1）借用金
（2）社債

5,367,318
650,306

5,403,166
652,309

35,848
2,002

負債計 6,017,624 6,055,475 37,851
（＊）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

（注１） 金融商品の時価の算定方法
  資　産

（１）現金預け金
 　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（２）貸出金
  　貸出金は、資本性劣後ローンを除き、すべて固定金利であり、要管理先以上の貸出金について債務者区分ごとにリスク修正を行った元利金の

合計額をリスクフリー・レート（国債の指標レート）で割り引いて時価を算定しております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権
等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表上の債権等計上
額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。

  負　債
（１）借用金
  　財政融資資金借入金については、固定金利であり、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額をリスクフリー・レート（国債の指

標レート）で割り引いて時価を算定しております。
（２）社債
 　社債の時価は、市場価格によっております。
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（注２）  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産（2）貸出金」及び「負債
（1）借用金」には含まれておりません。

 （単位：百万円）
区分 貸借対照表計上額

①証書貸付（資本性劣後ローン）（＊1） 20,790
②一般会計借入金（＊２） 131,300
合計 152,090

（＊１） 挑戦支援資本強化特例制度を適用した証書貸付（資本性劣後ローン）については、貸付時において金利は決定されず、毎年の債務者の事業実績に基づく成功判定の結果に
よる利率が適用されるスキームとなっているため、合理的に将来のキャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価
開示の対象とはしておりません。

（＊２） 一般会計借入金については、償還期限の定めはなく、合理的に将来のキャッシュ・フローを見積もることができないため、時価を把握することが極めて困難と認められるこ
とから時価開示の対象とはしておりません。

（注３） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
 　　　（単位：百万円）

1年以内 1年超3年以内 3年超5年以内 5年超7年以内 7年超10年以内 10年超
預け金（＊1） 51,875 － － － － －
貸出金（＊２） 1,419,044 2,393,207 1,583,667 770,731 454,925 278,765
合計 1,470,920 2,393,207 1,583,667 770,731 454,925 278,765

（＊1）預け金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
（＊2）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない110,103百万円は含めておりません。

（注4）借用金及び社債の決算日後の返済予定額
 （単位：百万円）

１年以内 １年超３年以内 ３年超５年以内 ５年超７年以内 ７年超10年以内 10年超
借用金（＊） 1,562,827 2,167,980 1,208,321 269,508 130,724 27,958
社債 185,000 235,000 125,000 75,000 30,000 －
合計 1,747,827 2,402,980 1,333,321 344,508 160,724 27,958

（＊）借用金のうち、償還期限の定めのない一般会計借入金131,300百万円は含めておりません。

（税効果会計関係）
 当公庫は、法人税法（昭和40年法律第34号）第2条第5号の公共法人であり、法人税を納める義務がないため、税効果会計は適用しておりません。

（退職給付関係）
 1. 採用している退職給付制度の概要
   　当公庫は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けており、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

当公庫の企業年金基金制度は複数事業主制度でありますが、年金資産の額を、退職給付債務の比率に応じて合理的に算定できるため、関連する注記は、以下
の確定給付制度の注記に含めて記載しております。

   　企業年金基金制度（積立型制度であります。）では、給与と勤務期間に基づいた年金を支給しております。退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、
退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

 ２. 確定給付制度
（１） 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 106,797百万円
勤務費用 3,671
利息費用 106
数理計算上の差異の発生額 1,638
退職給付の支払額 △6,619
過去勤務費用の発生額 －
その他 1
退職給付債務の期末残高 105,597

（２） 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 38,233百万円
期待運用収益 764
数理計算上の差異の発生額 93
事業主からの拠出額 1,789
退職給付の支払額 △2,021
その他 △0
年金資産の期末残高 38,858

（３） 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 53,629百万円
年金資産 △38,858
   14,770
非積立型制度の退職給付債務 51,967
未積立退職給付債務 66,738
未認識数理計算上の差異 △17,742
未認識過去勤務費用 4,674
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貸借対照表に計上された負債と資産の純額 53,671
退職給付引当金 53,671
前払年金費用 －
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 53,671

（４） 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 3,671百万円
利息費用 106
期待運用収益 △764
数理計算上の差異の費用処理額 2,730
過去勤務費用の費用処理額 △925
その他 －
確定給付制度に係る退職給付費用 4,818

（５） 年金資産に関する事項
①年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

株式 24％
債券 63％
一般勘定 13％
現金及び預金 1％
合計 100％

②長期期待運用収益率の設定方法
　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待
される長期の収益率を考慮しております。

（６） 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

①割引率 0.1％
②長期期待運用収益率 2.0％
③予想昇給率 2.1％～ 5.7％

 ３. 確定拠出制度
   　当業務勘定の確定拠出制度への要拠出額は229百万円であります。

（関連当事者との取引関係）
 １. 親会社及び法人主要株主等 （単位：百万円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

主要株主 財務省
（財務大臣）（注1、２）

被所有
直接99.65％ 政策金融行政

増資の引受（注３） 28,366 － －
政府補給金収入 14,741 － －
資金の受入（注４） 1,559,200

借入金 5,367,318
借入金の返済 1,618,344
借入金利息の支払 5,578 未払費用 1,171
社債への被保証（注５） 370,304 － －

 （注） １. 財務省（財務大臣）以外の省庁の議決権等の所有（被所有）割合は次のとおりであります。
   　厚生労働省（厚生労働大臣） 0.35％
  2. 財務省以外の省庁との取引については次のとおりであります。
   　厚生労働省　 増資の引受 433百万円 

政府補給金収入 3,145百万円
   　資源エネルギー庁　政府補給金収入 ０百万円
   　中小企業庁　政府補給金収入 5,850百万円
  ３. 増資の引受は、当公庫が行った増資を1株につき1円で引き受けたものであります。
  ４. 資金の受入は、財政融資資金の借入であり、財政融資資金借入は財政融資資金貸付金利が適用されております。
  ５. 社債への被保証については、保証料の支払はありません。
  ６. 取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。

 2. 兄弟会社等 （単位：百万円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

主要株主（会社等）
が議決権の過半数
を所有している会
社等

株式会社
国際協力銀行 なし 連帯債務関係 連帯債務 20,000（注1、2） － －

 （注） １.  株式会社国際協力銀行法附則第17条第1項第2号の規定により株式会社国際協力銀行が承継した株式会社日本政策金融公庫既発債券に対し、当公庫が負ってい
る連帯債務であります。当該連帯債務は、当公庫における各業務勘定単位ではなく、公庫全体で負っているため、当公庫の連帯債務総額を記載しております。なお、同法附則第
17条第2項の規定により当業務勘定の総財産を当該連帯債務の一般担保に供しております。

  2. 連帯債務に関して収益及び費用として計上している取引はありません。
  3. 取引金額には消費税等は含まれておりません。

（１株当たり情報）
 1株当たりの純資産額 ０円63銭
 1株当たりの当期純損失金額 ０円0銭
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（重要な後発事象）
 該当事項はありません。
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農林水産業者向け業務勘定農林水産事業

第11期末（平成31年3月31日現在）貸借対照表
（単位:百万円）

科目 金額
（資産の部）
現金預け金 59,598
　現金 1
　預け金 59,597
有価証券 3,154
　株式 2,030
　その他の証券 1,124
貸出金 3,003,836
　証書貸付 3,003,836
その他資産 8,879
　前払費用 0
　未収収益 8,312
　代理店貸 285
　その他の資産 281
有形固定資産 32,615
　建物 7,165
　土地 24,934
　リース資産 222
　建設仮勘定 203
　その他の有形固定資産 90
無形固定資産 1,438
　ソフトウェア 1,426
　リース資産 2
　その他の無形固定資産 8
支払承諾見返 3,072
貸倒引当金 △13,019
資産の部合計 3,099,576

科目 金額
（負債の部）
借用金 2,385,673
　借入金 2,385,673
社債 259,978
寄託金 27,905
その他負債 9,154
　未払費用 4,348
　前受収益 10
　リース債務 248
　その他の負債 4,547
賞与引当金 643
役員賞与引当金 8
退職給付引当金 11,003
役員退職慰労引当金 22
支払承諾 3,072
負債の部合計 2,697,462
（純資産の部）
資本金 399,471
利益剰余金 2,642
　利益準備金 2,655
　その他利益剰余金 △13
　　繰越利益剰余金 △13
株主資本合計 402,114

純資産の部合計 402,114
負債及び純資産の部合計 3,099,576
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第11期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで） 損益計算書
（単位:百万円）

科目 金額
経常収益 41,549

資金運用収益 27,917
　貸出金利息 27,916
　預け金利息 0
　その他の受入利息 0
役務取引等収益 41
　その他の役務収益 41
政府補給金収入 11,494
　一般会計より受入 11,474
　特別会計より受入 19
その他経常収益 2,096
　償却債権取立益 1,684
　その他の経常収益 411

経常費用 41,485
資金調達費用 22,328
　コールマネー利息 △0
　借用金利息 19,567
　社債利息 2,761
役務取引等費用 2,417
　その他の役務費用 2,417
その他業務費用 128
　社債発行費償却 128
営業経費 15,228
その他経常費用 1,382
　貸倒引当金繰入額 1,193
　貸出金償却 89
　その他の経常費用 99

経常利益 63
特別損失 77

　固定資産処分損 77
当期純損失 13
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第11期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで） 株主資本等変動計算書
（単位：百万円）

株主資本

純資産
合計

資本金

利益剰余金

株主資本
合計利益

準備金

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越
利益剰余金

当期首残高 399,061 2,655 △0 2,655 401,717 401,717

当期変動額

　新株の発行 410 410 410

　準備金取崩 △0 0 － － －

　当期純損失 △13 △13 △13 △13

当期変動額合計 410 △0 △13 △13 396 396

当期末残高 399,471 2,655 △13 2,642 402,114 402,114
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個別注記表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針
１	 有価証券の評価基準及び評価方法

　有価証券の評価は、関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として決算日の
市場価格等に基づく時価法により行っております。

２	 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　クレジット・デフォルト・スワップ取引のうち市場価格に基づく価額又は合理的に算定された価額がなく時価を把握すること
が極めて困難と認められるものについては、債務保証に準じて処理しております。

３	 固定資産の減価償却の方法
	 （１）	有形固定資産（リース資産を除く）

  　有形固定資産は、定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属
設備及び構築物については定額法）を採用しております。

  　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
 　　建　物　　　２年～ 50年
 　　その他　　　２年～ 20年

	 （２）		無形固定資産（リース資産を除く）
  　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当公庫内における利

用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
	 （３）		リース資産

  　所有権移転外ファイナンス･リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間
を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については零としております。

４	 繰延資産の処理方法
　社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。

５	 引当金の計上基準
	 （１）	貸倒引当金

  　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
  　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同

等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接
減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しておりま
す。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸
念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、
その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

  　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しておりま
す。

  　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監
査部署が査定結果を監査しております。

  　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回
収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は6,155
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百万円であります。
  　債権額から直接減額したものについては、株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令第4条の規定により主務

大臣から承認を受けて、取立不能見込額に対する貸倒引当金と債権額を相殺し、翌事業年度期首に当該貸倒引当金と
債権額を振り戻す洗い替え方式によっております。

	 （２）	賞与引当金
  　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰

属する額を計上しております。
	 （３）	役員賞与引当金

  　役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰
属する額を計上しております。

	 （４）	退職給付引当金
  　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの
期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益
処理方法は次のとおりであります。

 　　過去勤務費用　　　 その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により損益
処理

  　　数理計算上の差異　 各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法に
より按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

	 （５）	役員退職慰労引当金
  　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のう

ち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

６	 消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に
係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。

未適用の会計基準等
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号平成30年3月30日）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第30号平成30年3月30日）
１． 概要

　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開
発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を
公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開
始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発さ
れ、適用指針と合わせて公表されたものです。
　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る
便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基
準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわ
せない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

２． 適用予定日
　令和4年3月期の期首から適用します。

３． 当該会計基準等の適用による影響
　「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
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注記事項
（貸借対照表関係）
 １.  関係会社の株式総額　2,030百万円
 ２.  貸出金のうち、破綻先債権額は349百万円、延滞債権額は46,644百万円であります。
   なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとし

て未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）
第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。

   また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外
の貸出金であります。

 ３.  貸出金のうち、3カ月以上延滞債権額は519百万円であります。
   なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないもので

あります。
 ４.  貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は14,890百万円であります。
   なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務

者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
 ５.  破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は62,403百万円であります。
   なお、上記2．から5．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
 ６.  当公庫には、貸付契約締結をもって貸付金の全額又は一部を借入者に貸付実行することはせず、対象事業等の進捗状況等に応じて、貸付けを実行する取扱い

があります。貸借対照表に計上している証書貸付には、この貸付資金の未実行額は含まれておりません。
   なお、当事業年度末における未実行残高は112,975百万円であります。
 ７.  株式会社日本政策金融公庫法（平成19年法律第57号）第52条の規定により当公庫の総財産を当公庫の発行する全ての社債（うち、当業務勘定の発行する

社債は259,978百万円）の一般担保に供しております。
 ８.  有形固定資産の減価償却累計額 4,550百万円
 ９.  偶発債務
   当業務勘定は株式会社国際協力銀行が承継した次の株式会社日本政策金融公庫既発債券について、連帯して債務を負っております。なお、株式会社国際協

力銀行法（平成23年法律第39号）附則第17条第2項の規定により当業務勘定の総財産を当該連帯債務の一般担保に供しております。
   　財投機関債 20,000百万円
 10.  株式会社日本政策金融公庫法第47条（エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律（平成22年法律第38号）第17条の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）の規定により剰余金の配当に制限を受けております。
   同法第41条各号に掲げる業務（エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第17条の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した
額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後三月以内に国庫に納付しなければならない
ものとされております。

   なお、同法第41条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を下回るときは、資本準備金及び
利益準備金を当該剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならないものとされております。

（損益計算書関係）
 １.  関係会社との取引による収益
  その他経常取引に係る収益総額　０百万円
 ２.  関係会社との取引による費用
  その他の取引に係る費用総額　　０百万円

（株主資本等変動計算書関係）
 当事業年度の末日における発行済株式の数 （単位：株）

株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 399,061,700,000 410,000,000 － 399,471,700,000

（注）変動事由の概要
　増加数の内訳は、次のとおりであります。
　　新株の発行による増加　410,000,000株

（金融商品関係）
 1. 金融商品の状況に関する事項

（１） 金融商品に対する取組方針
  　当公庫は、株式会社日本政策金融公庫法に基づき一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、国民生活の向上に寄与することを目的とし

て、設立された株式会社であります。
  　政策金融業務にあたって必要となる予算は国会において議決され、事業計画、資金計画（財政融資資金借入金、社債、一般会計出資金、貸出金等）につ

いても予算に添付し国会に提出しております。
  　当該業務は、国民一般向け業務、農林水産業者向け業務、中小企業者向け融資・証券化支援保証業務、中小企業者向け証券化支援買取業務、信用保険

等業務、危機対応円滑化業務及び特定事業等促進円滑化業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定（以下、「業務勘定」という。）を設けて整理を行うことと
されております。

  　また、当公庫が、財政融資資金借入金、社債、一般会計出資金等により調達した資金は、区分経理に従って業務勘定ごとに整理され、業務勘定間の資金
融通は基本的に想定されておりません。よって、保有する金融資産・金融負債に係るリスクについては、業務勘定ごとに資産及び負債の総合的管理（ALM）
を行っております。

  　なお、余裕金の運用として保有する金融商品は、株式会社日本政策金融公庫法に基づき国債等の安全性が高いものに限定されております。
  　当業務勘定は、農林漁業者や食品の製造等の事業を営む者に対し、農林漁業の持続的かつ健全な発展又は食料の安定供給の確保に資する事業につい

て、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、長期かつ低利の資金の供給を主な業務として行っております。当該業務を行うため、財政融
資資金の借入のほか、社債の発行等によって資金調達を行っております。

（２） 金融商品の内容及びそのリスク
  　当公庫が保有する金融資産及び金融負債は、業務勘定ごとに区分し経理しております。
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  　当業務勘定が保有する金融資産は、主に農林漁業及び食品産業に対する貸出金であり、金融負債は、主に借用金及び社債であり、次のリスクがあります。
 イ　信用リスク
  　 　当業務勘定では、農林漁業及び食品産業向けの与信業務を行っており、与信先の信用状況の悪化や担保不動産の価格等の変動により、債権の回

収が不可能又は困難になり、損失を被る可能性があります。
  　 　このため、適切な融資審査及び期中管理の実行により、資産の健全性の維持・向上に努めております。
  　 　しかし、融資先の大多数を占める農林漁業は、零細経営が多く、気象災害などの自然条件の制約を受け易いという特徴を有しているので、今後の

情勢によっては、当業務勘定の不良債権や与信関係費用が増加する可能性があります。
 ロ　市場リスク
  　 　当業務勘定が負う市場リスクは、主に金利リスクであります。
  　 　金利リスクについては、資産と負債の間でキャッシュ・フローをマッチングさせることにより、金利リスクを極小化する方針を採っておりますが、農林

漁業政策の必要性から償還期間が長期、金利は固定となっているなどの特性があり、すべてをマッチングさせることはできず、資産と負債の間で部分
的にギャップが生じます。当業務勘定はこのギャップを原因とした金利リスクを負っており、当該リスクに起因した損失を被る可能性があります。

 ハ　流動性リスク
  　 　当業務勘定では、預金受入を行っておらず、資金調達は財政融資資金及び財投機関債などの長期・安定的な資金を確保しております。また、資金繰

り状況を把握し、日々の資金繰りに備えて複数の民間金融機関と当座貸越枠を設定するなど、適切なリスク管理に努めていることから、流動性リスク
は限定的と考えられますが、不測の事態において資金調達費用が増加する等の可能性があります。

（３） 金融商品に係るリスク管理体制
  　当公庫では、コーポレート・ガバナンス委員会を設置し、政策金融機能を持続的かつ安定的に発揮するために、金融商品に係るリスクも含め直面するリ

スクを総合的にとらえ、適切な管理を行っております。
  　なお、各業務において、信用リスク、市場リスク、資金調達に係る流動性リスクについて業務ごとの特性を考慮したリスク管理方針及び手続を策定し、こ

れを円滑に実施する体制を構築しております。
  　当業務のリスク管理体制は次のとおりであります。
 イ　信用リスクの管理
  　 　当業務では、（ⅰ）個別与信管理、（ⅱ）信用格付、（ⅲ）自己査定及び（ⅳ）信用リスク計量化により、信用リスクを適切に管理しております。

（ⅰ）個別与信管理
当業務では、融資にあたって、融資対象としての適格性、融資条件の妥当性、事業の長期的見通しを踏まえた返済の確実性について審査します。

特に、返済の確実性については、業種（農林漁業等）のリスク特性を十分踏まえた審査基準の下、対象者の信用力、投資リスク及び投資効果を精査
し、収支・償還計画の実現可能性及び融資条件の適切性を総合的に勘案して返済可能性を検証・確認しております。

また、顧客の経営状況の継続的な把握に努め、積極的かつ丁寧な支援活動に取り組むことにより、貸出資産の健全性の維持・向上を図っており
ます。

（ⅱ）信用格付
当業務では、信用格付により、経営悪化が懸念される顧客を早期に発見し、経営支援に取り組むことにより、貸出資産の健全性の維持・向上に取

り組んでおります。格付は、内部データに基づき構築したモデルにより付与しております。当業務のスコアリングモデルは、その判別精度を毎年度
継続的に検証し、その結果に基づきチューニングを実施することにより、信頼性を確保しております。

信用格付は、上記のほか、自己査定、個別与信の判断、信用リスク計量化等にも活用しており、当業務の信用リスク管理の基礎をなしております。
このため、信用格付体系は必要に応じ、適時見直しを行っております。

（ⅲ）自己査定
当業務では、金融庁の「金融検査マニュアル」に準拠した基準を策定し、自己査定を実施しております。自己査定にあたっては、支店による一次

査定、審査部及び再生支援部による二次査定、監査部による内部監査という体制をとっております。自己査定結果は適切な償却・引当の実施のほ
か、当業務における与信状況の不断の見直しを行うために内部活用するのみならず、当業務の財務内容の透明性向上のための資産内容の開示に
も積極的に利用しております。

（ⅳ）信用リスク計量化
当業務では、ポートフォリオ全体のリスク量把握のため、信用リスクの計量化も行い、内部管理に活用しております。

 ロ　市場リスクの管理
当業務では、資産と負債の間でのキャッシュ・フロー・ギャップを原因とした金利リスクを負っており、当該リスクに起因した損失を被る可能性があり

ます。当業務ではマチュリティ・ラダー分析、デュレーション分析等の手法により、金利リスクの把握に努め、調達年限の調整等により金利リスクの低
減を図るなど、適切なリスク管理に努めております。

なお、当業務では、リスク管理上、金利リスクに関する定量的分析を利用しておりません。
当業務において、金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「貸出金」、「借用金」及び「社債」であります。
その他すべてのリスク変数が一定の場合、平成31年3月31日現在の金利が50ベーシス・ポイント（0.5％）低ければ、当該金融資産と金融負債相

殺後の純額（資産側）の時価は9,490百万円増加するものと考えられます。反対に、金利が50ベーシス・ポイント（0.5％）高ければ、8,327百万円減
少するものと考えられます。当該影響額は金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数との相関を考慮しており
ません。また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性があります。

 ハ　資金調達に係る流動性リスクの管理
当業務では、預金受入を行っておらず、資金調達は財政融資資金及び財投機関債などの長期・安定的な資金を確保しております。
また、資金繰り状況を把握し、日々の資金繰りに備えて複数の民間金融機関と当座貸越枠を設定するなど、適切なリスクの管理に努めております。

（４） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定において

は一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 ２. 金融商品の時価等に関する事項
　平成31年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。
　なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）参照）。
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 （単位：百万円）
貸借対照表計上額 時価 差額

（１）現金預け金
（２） 貸出金 

　貸倒引当金（＊）

59,598
3,001,541
△12,376

59,598 －

2,989,164 3,223,152 233,988
資産計 3,048,763 3,282,751 233,988

（１）借用金
（２）社債

2,385,673
259,978

2,501,119
282,534

115,445
22,555

負債計 2,645,652 2,783,653 138,000
（＊）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

（注１） 金融商品の時価の算定方法
  資　産

（１）現金預け金
  　満期のないあるいは満期が3カ月以内の預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（2）貸出金
  　貸出金は、資本性劣後ローンの一部を除き、すべて固定金利であり、債務者区分ごとにリスク修正を行った元利金の合計額をリスクフリー・レー

ト（国債の指標レート）で割り引いて時価を算定しております。

  負　債
（１）借用金
  　借用金については、固定金利であり、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額をリスクフリー・レート（国債の指標レート）で割

り引いて時価を算定しております。
（２）社債
  　社債の時価は、市場価格によっております。

（注２）  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産（2）貸出金」には含まれ
ておりません。

 （単位：百万円）
区分 貸借対照表計上額

① 非上場株式（＊1） 2,030
② 組合出資金（＊２） 1,124
③ 証書貸付（資本性劣後ローン）（＊３） 2,295
合計 5,449

（＊1） 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
（＊2） 組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
（＊3） 新規分野等挑戦型資本性貸付制度を適用した証書貸付（資本性劣後ローン）については、貸付時において金利は決定されず、毎年の債務者の事業実績に基づく成功判定

の結果による利率が適用されるスキームとなっているため、合理的に将来のキャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められること
から時価開示の対象とはしておりません。

（注３） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 
 （単位：百万円）

１年以内 １年超３年以内 ３年超５年以内 ５年超７年以内 ７年超10年以内 10年超
預け金（＊1） 59,597 － － － － －
貸出金（＊２） 345,893 610,078 458,876 372,039 432,510 766,669
合計 405,490 610,078 458,876 372,039 432,510 766,669

（＊1）預け金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
（＊2）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない17,768百万円は含めておりません。

（注４） 借用金及び社債の決算日後の返済予定額
 （単位：百万円）

１年以内 １年超３年以内 ３年超５年以内 ５年超７年以内 ７年超10年以内 10年超
借用金 237,285 462,099 446,053 388,331 401,532 450,370
社債 20,000 70,000 45,000 10,000 55,000 60,000
合計 257,285 532,099 491,053 398,331 456,532 510,370

（有価証券関係）
 貸借対照表の「株式」「その他の証券」のほか、「預け金」中の譲渡性預け金が含まれております。
 1. 子会社・子法人等株式・出資金及び関連法人等株式・出資金（平成31年3月31日現在）

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式・出資金及び関連法人等株式・出資金 
貸借対照表計上額（百万円）

関連法人等株式・出資金 2,030
これについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
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 2. その他有価証券（平成31年3月31日現在）
種類 貸借対照表計上額（百万円） 取得原価（百万円） 差額（百万円）

貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの その他 11,230 11,230 －

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券
貸借対照表計上額（百万円）

その他 1,124
これについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

（税効果会計関係）
 当公庫は、法人税法（昭和40年法律第34号）第2条第5号の公共法人であり、法人税を納める義務がないため、税効果会計は適用しておりません。

（退職給付関係）
 1. 採用している退職給付制度の概要
   　当公庫は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けており、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

当公庫の企業年金基金制度は複数事業主制度でありますが、年金資産の額を、退職給付債務の比率に応じて合理的に算定できるため、関連する注記は、以下
の確定給付制度の注記に含めて記載しております。

   　企業年金基金制度（積立型制度であります。）では、給与と勤務期間に基づいた年金を支給しております。退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、
退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

 2. 確定給付制度
（１） 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 20,298百万円
勤務費用 740
利息費用 20
数理計算上の差異の発生額  156
退職給付の支払額 △815
過去勤務費用の発生額 －
その他 13
退職給付債務の期末残高 20,414

（２） 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 7,203百万円
期待運用収益 144
数理計算上の差異の発生額 △49
事業主からの拠出額 349
退職給付の支払額 △394
その他 5
年金資産の期末残高 7,259

（３） 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 10,018百万円
年金資産 △7,259
   2,759
非積立型制度の退職給付債務 10,395
未積立退職給付債務 13,155
未認識数理計算上の差異 △2,918
未認識過去勤務費用 766
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 11,003
退職給付引当金 11,003
前払年金費用 －
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 11,003

（４） 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 740百万円
利息費用 20
期待運用収益 △144
数理計算上の差異の費用処理額 476
過去勤務費用の費用処理額 △143
その他 －
確定給付制度に係る退職給付費用 949

（５） 年金資産に関する事項
①年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

株式 24％
債券 63％
一般勘定 13％
現金及び預金 1％
合計 100％
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②長期期待運用収益率の設定方法
　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待
される長期の収益率を考慮しております。

（６） 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

①割引率 0.1％
②長期期待運用収益率 2.0％
③予想昇給率 2.0％～ 6.2％

 ３. 確定拠出制度
   　当業務勘定の確定拠出制度への要拠出額は44百万円であります。

（持分法損益等関係）
 関連会社に対する投資の金額 2,030百万円
 持分法を適用した場合の投資の金額 1,988百万円
 持分法を適用した場合の投資利益の金額 40百万円

（関連当事者との取引関係）
 １. 親会社及び法人主要株主等 （単位：百万円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

主要株主 財務省
（財務大臣）（注1、２）

被所有
直接90.23％ 政策金融行政

増資の引受（注３） 410 － －
資金の受入（注４） 441,800

借入金 2,365,897
借入金の返済 234,503
借入金利息の支払 19,567 未払費用 3,440

 （注） １. 財務省（財務大臣）以外の省庁の議決権等の所有（被所有）割合は次のとおりであります。
   　農林水産省（農林水産大臣） 9.77％
  ２. 財務省以外の省庁との取引については次のとおりであります。
   　農林水産省　政府補給金収入 11,494百万円
   　　　　　　　借入金の返済 5,018百万円
  ３. 増資の引受は、当公庫が行った増資を1株につき1円で引き受けたものであります。
  ４. 資金の受入は、財政融資資金の借入であり、財政融資資金借入は財政融資資金貸付金利が適用されております。
  ５. 取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。

 ２. 兄弟会社等 （単位：百万円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

主要株主（会社等）
が議決権の過半数
を所有している会
社等

株式会社
国際協力銀行 なし 連帯債務関係 連帯債務

20,000（注1、3） － －

60,000（注2、3） － －

 （注） 1.  株式会社国際協力銀行法附則第17条第1項第2号の規定により株式会社国際協力銀行が承継した株式会社日本政策金融公庫既発債券に対し、当公庫が負ってい
る連帯債務であります。当該連帯債務は、当公庫における各業務勘定単位ではなく、公庫全体で負っているため、当公庫の連帯債務総額を記載しております。なお、同法附則第
17条第2項の規定により当業務勘定の総財産を当該連帯債務の一般担保に供しております。

  ２.  株式会社日本政策金融公庫法附則第46条の2第1項の規定により当業務勘定が償還する株式会社日本政策金融公庫既発債券に対し、株式会社国際協力銀行が
負っている連帯債務であります。なお、同法附則第46条の2第2項の規定により株式会社国際協力銀行の総財産が当該連帯債務の一般担保に供されております。

  ３.  連帯債務に関して収益及び費用として計上している取引はありません。
  ４.  取引金額には消費税等は含まれておりません。

（１株当たり情報）
 １株当たりの純資産額 １円０銭
 １株当たりの当期純損失金額 ０円０銭

（重要な後発事象）
 該当事項はありません。
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第11期末（平成31年3月31日現在）貸借対照表
（単位:百万円）

中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定中小企業事業

科目 金額
（資産の部）
現金預け金 63,965
　現金 4
　預け金 63,961
有価証券 36
　社債 28
　株式 7
貸出金 5,211,457
　証書貸付 5,211,457
その他資産 4,414
　前払費用 3
　未収収益 3,083
　その他の資産 1,327
有形固定資産 47,296
　建物 10,845
　土地 35,712
　リース資産 277
　建設仮勘定 178
　その他の有形固定資産 281
無形固定資産 2,755
　ソフトウェア 2,565
　リース資産 14
　その他の無形固定資産 175
支払承諾見返 15,617
貸倒引当金 △277,726
資産の部合計 5,067,818

科目 金額
（負債の部）
借用金 3,140,709
　借入金 3,140,709
社債 555,890
その他負債 4,029
　未払費用 1,583
　前受収益 73
　金融派生商品 3
　リース債務 322
　その他の負債 2,045
賞与引当金 1,180
役員賞与引当金 6
退職給付引当金 20,160
役員退職慰労引当金 10
支払承諾 15,617
負債の部合計 3,737,605
（純資産の部）
資本金 1,635,785
利益剰余金 △305,572
　その他利益剰余金 △305,572
　　繰越利益剰余金 △305,572
株主資本合計 1,330,212

純資産の部合計 1,330,212
負債及び純資産の部合計 5,067,818
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第11期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで） 損益計算書
（単位:百万円）

科目 金額
経常収益 84,376

資金運用収益 67,965
　貸出金利息 67,963
　有価証券利息配当金 0
　預け金利息 1
　その他の受入利息 0
役務取引等収益 107
　その他の役務収益 107
政府補給金収入 14,179
　一般会計より受入 14,178
　特別会計より受入 1
その他経常収益 2,123
　償却債権取立益 254
　株式等売却益 366
　その他の経常収益 1,502

経常費用 76,845
資金調達費用 8,412
　コールマネー利息  △ 3
　借用金利息 6,197
　社債利息 2,218
役務取引等費用 62
　その他の役務費用 62
その他業務費用 550
　外国為替売買損 339
　国債等債券償却 3
　社債発行費償却 206
営業経費 27,124
その他経常費用 40,695
　貸倒引当金繰入額 36,968
　貸出金償却 2,733
　その他の経常費用 992

経常利益 7,531
特別利益 0

　固定資産処分益 0
特別損失 34

　固定資産処分損 22
　減損損失 12

当期純利益 7,497
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（単位：百万円）

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計

資本金

利益剰余金

株主資本
合計

その他
有価証券評価

差額金
評価・換算
差額等合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越
利益剰余金

当期首残高 1,594,085 △313,070 △313,070 1,281,014 464 464 1,281,479

当期変動額

　新株の発行 41,700 41,700 41,700

　当期純利益 7,497 7,497 7,497 7,497

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) △464 △464 △464

当期変動額合計 41,700 7,497 7,497 49,197 △464 △464 48,733

当期末残高 1,635,785 △305,572 △305,572 1,330,212 － － 1,330,212

第11期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで） 株主資本等変動計算書
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個別注記表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針
１	 有価証券の評価基準及び評価方法

　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券については
原則として決算日の市場価格等に基づく時価法、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動
平均法による原価法により行っております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

２	 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。

３	 固定資産の減価償却の方法
	 （１）	有形固定資産（リース資産を除く）

  　有形固定資産は、定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属
設備及び構築物については定額法）を採用しております。

  　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
 　　建　物　　　２年～ 50年
 　　その他　　　２年～ 20年

	 （２）	無形固定資産（リース資産を除く）
  　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当公庫内における利

用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
	 （３）	リース資産

  　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間
を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については零としております。

４	 繰延資産の処理方法
　社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。

５	 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

６	 引当金の計上基準
	 （１）	貸倒引当金

  　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
  　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同

等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接
減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しておりま
す。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸
念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、
その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

  　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しておりま
す。
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  　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監
査部署が査定結果を監査しております。

  　なお、破綻先及び実質破綻先等に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証に
よる回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は
72,646百万円であります。

  　債権額から直接減額したものについては、株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令第4条の規定により主務
大臣から承認を受けて、取立不能見込額に対する貸倒引当金と債権額を相殺し、翌事業年度期首に当該貸倒引当金と
債権額を振り戻す洗い替え方式によっております。

	 （２）	賞与引当金
  　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰

属する額を計上しております。
	 （３）	役員賞与引当金

  　役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰
属する額を計上しております。

	 （４）	退職給付引当金
  　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの
期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益
処理方法は次のとおりであります。

 　　過去勤務費用　　　その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により損益
処理

  　　数理計算上の差異　 各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法に
より按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

	 （５）	役員退職慰労引当金
  　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のう

ち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

７	 消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に
係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。

未適用の会計基準等
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号平成30年3月30日）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第30号平成30年3月30日）
１． 概要

　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開
発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を
公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開
始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発さ
れ、適用指針と合わせて公表されたものです。
　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る
便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基
準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわ
せない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

２． 適用予定日
　令和4年3月期の期首から適用します。
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３． 当該会計基準等の適用による影響
　「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

注記事項
（貸借対照表関係）
 1. 貸出金のうち、破綻先債権額は2,423百万円、延滞債権額は431,557百万円であります。
   なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとし

て未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）
第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。

   また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外
の貸出金であります。

 2. 貸出金のうち、3カ月以上延滞債権に該当する債権はありません。
   なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないもので

あります。
 3.  貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は75,654百万円であります。
   なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務

者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
 4. 破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は509,635百万円であります。
   なお、上記1．から4．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
 5.  当公庫には、貸付契約締結をもって貸付金の全額又は一部を借入者に貸付実行することはせず、対象事業等の進捗状況等に応じて、貸付けを実行する取扱い

があります。貸借対照表に計上している証書貸付には、この貸付資金の未実行額は含まれておりません。
   なお、当事業年度末における未実行残高は42,991百万円であります。
 6.  株式会社日本政策金融公庫法（平成19年法律第57号）第52条の規定により当公庫の総財産を当公庫の発行する全ての社債（うち、当業務勘定の発行する

社債は555,890百万円）の一般担保に供しております。
 7. 有形固定資産の減価償却累計額 7,090百万円
 ８. 偶発債務
   当業務勘定は株式会社国際協力銀行が承継した次の株式会社日本政策金融公庫既発債券について、連帯して債務を負っております。なお、株式会社国際協

力銀行法（平成23年法律第39号）附則第17条第2項の規定により当業務勘定の総財産を当該連帯債務の一般担保に供しております。
   　財投機関債 20,000百万円
 9.   株式会社日本政策金融公庫法第47条（エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律（平成22年法律第38号）第17条の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）の規定により剰余金の配当に制限を受けております。
   同法第41条各号に掲げる業務（エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第17条の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した
額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後三月以内に国庫に納付しなければならない
ものとされております。

   なお、同法第41条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を下回るときは、資本準備金及び
利益準備金を当該剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならないものとされております。

（株主資本等変動計算書関係）
 当事業年度の末日における発行済株式の数 　（単位：株）

株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 1,594,085,000,000 41,700,000,000 － 1,635,785,000,000

（注）変動事由の概要
　増加数の内訳は、次のとおりであります。
　　新株の発行による増加　41,700,000,000株

（金融商品関係）
 １. 金融商品の状況に関する事項

（１） 金融商品に対する取組方針
  　当公庫は、株式会社日本政策金融公庫法に基づき一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、国民生活の向上に寄与することを目的とし

て、設立された株式会社であります。
  　政策金融業務にあたって必要となる予算は国会において議決され、事業計画、資金計画（財政融資資金借入金、社債、一般会計出資金、貸出金等）につ

いても予算に添付し国会に提出しております。
  　当該業務は、国民一般向け業務、農林水産業者向け業務、中小企業者向け融資・証券化支援保証業務、中小企業者向け証券化支援買取業務、信用保険

等業務、危機対応円滑化業務及び特定事業等促進円滑化業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定（以下、「業務勘定」という。）を設けて整理を行うことと
されております。

  　また、当公庫が、財政融資資金借入金、社債、一般会計出資金等により調達した資金は、区分経理に従って業務勘定ごとに整理され、業務勘定間の資金
融通は基本的に想定されておりません。よって、保有する金融資産・金融負債に係るリスクについては、業務勘定ごとに資産及び負債の総合的管理（ALM）
を行っております。

  　なお、余裕金の運用として保有する金融商品は、株式会社日本政策金融公庫法に基づき国債等の安全性が高いものに限定されております。
  　当業務勘定は、中小企業の成長発展を支援するため、民間金融機関を補完して長期資金の安定的な供給を行っております。当該業務を行うため、政府

からの借入のほか、社債の発行によって資金調達を行っております。また、外貨貸付に伴う為替リスクを回避する目的から、為替予約取引を行っております。
（２） 金融商品の内容及びそのリスク
  　当公庫が保有する金融資産及び金融負債は、業務勘定ごとに区分し経理しております。
  　当業務勘定が保有する金融資産は、主に中小企業者に対する貸出金及び有価証券であり、金融負債は、主に借用金及び社債であり、次のリスクがあり

ます。
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 イ　信用リスク
  　 　当業務勘定では、①中小企業者に対する貸付け、②中小企業者が発行する社債の取得、③中小企業者に対する貸付債権・社債の証券化、④民間金

融機関等の貸付債権等の部分保証、証券化商品の保証を行う業務、⑤中小企業者等に対して海外で行われる貸付けに係る債務の保証、⑥公庫に対し
て資金の貸付けに係る債務を有する中小企業者の株式又は持分の取得であって、当該債務を消滅させるためにするものを行っております。当業務勘
定では、適切な貸付審査への取組み並びに各種モニタリングを通じた信用リスクの把握及び評価等を行い、必要な管理を実施して信用コストの抑制
に向けた対応を着実に進めております。しかしながら、国内外の経済動向の変化等に伴う、貸出先の信用状況の悪化や担保不動産の価格等の変動、
その他想定外の事由が発生した場合には、債権の回収が不可能又は困難になり、損失を被る可能性があります。

 ロ　市場リスク
  　 　当業務勘定が負う市場リスクは、主に金利リスク及び為替リスクであります。
  　 　金利リスクについては、資産と負債の間でキャッシュ・フローをマッチングさせることにより、金利リスクを極小化する方針を採っておりますが、すべ

てをマッチングさせることはできず、資産と負債の間で部分的にギャップが生じます。当業務勘定はこのギャップを原因とした金利リスクを負っており、
当該リスクに起因した損失を被る可能性があります。

  　 　為替リスクについては、当業務勘定で行っている外貨貸付に伴い発生するもので、為替予約取引の実施により、為替リスクを極小化する方針を採っ
ております。

 ハ　流動性リスク
  　 　当業務勘定では、預金受入を行っておらず、資金調達は財政融資資金、政府保証債及び財投機関債などの長期・安定的な資金を確保しております。

また、資金繰り状況を把握し、日々の資金繰りに備えて複数の民間金融機関と当座貸越枠を設定するなど、適切なリスク管理に努めていることから、
流動性リスクは限定的と考えられますが、不測の事態において資金調達費用が増加する等の可能性があります。

（３） 金融商品に係るリスク管理体制
  　当公庫では、コーポレート・ガバナンス委員会を設置し、政策金融機能を持続的かつ安定的に発揮するために、金融商品に係るリスクも含め直面するリ

スクを総合的にとらえ、適切な管理を行っております。
  　なお、各業務において、信用リスク、市場リスク、資金調達に係る流動性リスクについて業務ごとの特性を考慮したリスク管理方針及び手続を策定し、こ

れを円滑に実施する体制を構築しております。
  　当業務のリスク管理体制は次のとおりであります。
 イ　信用リスクの管理

（ⅰ）個別与信管理
  　当業務のうち融資業務は、公平・中立な立場から借入申込企業の実態を把握し、償還の確実性と資金使途の妥当性を検討し、融資などの判断を

行っております。
  　融資業務では、事業用の長期資金の融資などを専門とすることから、審査にあたっては、今後の事業収益を中心とする長期的返済能力を検討し、

償還の確実性について総合的に判断しております。
  　単に財務諸表を中心とする定量分析にとどまらず、企業の構成要素であるヒト・モノ・カネとその組合せである経営の様々な活動について、申込

企業の置かれている環境を含めて多面的な実態把握を行うとともに、申込企業の将来性を勘案し総合的な企業力を判断しております。
  　また、融資後も決算書などの提出を受けるほか、定期的な訪問などにより継続的な業況把握に努めております。自己査定の債務者区分や必要に

応じ提供を受ける経営改善計画書の検討結果などを踏まえ、取引方針を明確にし、適切な事後フォローを実施しております。
  　さらに、融資先企業の成長発展を支援するため、審査結果をできる限りフィードバックしているほか、経営課題解決のためのコンサルティングに

努めております。特に、事業環境の変化などへの対応に苦慮する企業に対しては、経営改善提案書の作成・提供などにより経営の改善や経営計画
の策定を支援しております。

（ⅱ）信用格付
  　当業務のうち融資業務では、長年にわたり蓄積された中小企業者との取引データ分析に基づき開発した独自のスコアリングモデルと、実態把握

等による定性分析に基づき、取引先等の信用状況を把握する信用格付制度を構築、取引方針の策定や審査手続等に活用しております。
（ⅲ）自己査定
  　当業務のうち融資業務では、金融庁の「金融検査マニュアル」に準拠した基準を策定し、自己査定を実施しております。自己査定にあたっては、

営業部店が債務者区分の一次査定を実施し、営業部門とは分離した審査部門において二次査定を行っております。自己査定結果は他のセクション
から独立した監査部が内部監査を行い、その正確性を検証しております。

  　また、自己査定結果に基づき、担保処分等による回収見込額及び貸倒実績率等を勘案した貸倒引当金を計上しております。
（ⅳ）信用リスク計量化
  　当業務のうち融資業務では、信用リスク計量について信用格付等を基礎に統計分析を行い、与信ポートフォリオ全体のリスク量を計量し、モニタ

リングを行っております。こうしたモニタリングを通じて、リスクの制御について検討を進めております。
（ⅴ）証券化支援業務における信用リスク管理
  　当業務のうち証券化支援業務では、長年にわたり蓄積した中小企業者との取引データ分析に基づき開発した独自のスコアリングモデルやCRD

（Credit Risk Database）などの外部モデルを活用して審査を行っております。さらに、プール債権全体の信用リスク量をモンテカルロシミュレー
ションなどの統計的手法により的確に把握し、信用リスクに応じた適切な保証料率の設定を行っております。

  　保証型組成後は、保証先の決算データなどの提出を受けるとともに、保証先の延滞倒産状況を確認し、信用リスクを的確に把握しております。
 ロ　市場リスクの管理

（ⅰ）金利リスク
  　金利リスクについては、資産と負債の間でキャッシュ・フローをマッチングさせることにより、金利リスクを極小化する方針を採っておりますが、す

べてをマッチングさせることはできず、資産と負債の間で部分的にギャップが生じます。当業務では、このギャップを原因とした金利リスクを負って
いるため、マチュリティ・ラダー分析、デュレーション分析等の手法により、金利リスクの把握に努め、社債発行年限の多様化や借入期間の調整等に
より金利リスクの低減を図るなど、適切なリスク管理に努めております。

（ⅱ）為替リスク
  　為替リスクについては、当業務では原則として為替予約取引を利用し、為替リスクを極小化する方針を採っております。
  　為替予約取引に関しては、取引の執行、事務管理に関する部門をそれぞれ分離した内部牽制体制を確立しております。また、為替予約取引は、

実需に基づいて実施しており、投機的なポジションは保持しておりません。
（ⅲ）市場リスクに係る定量的情報
  　当業務では、リスク管理上、市場リスクに関する定量的分析は利用しておりません。
  　当業務において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「貸出金」、「借用金」及び「社債」であります。
  　その他すべてのリスク変数が一定の場合、平成31年3月31日現在の金利が50ベーシス・ポイント（0.5％）低ければ、当該金融資産と金融負債

相殺後の純額（資産側）の時価は36,291百万円増加するものと考えられます。反対に、金利が50ベーシス・ポイント（0.5％）高ければ、34,163
百万円減少するものと考えられます。当該影響額は金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数との相関を
考慮しておりません。また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性があります。
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 ハ　資金調達に係る流動性リスクの管理
  　 　当業務では、預金受入を行っておらず、資金調達は財政融資資金、政府保証債及び財投機関債などの長期・安定的な資金を確保しております。
  　 　また、資金繰り状況を把握し、日々の資金繰りに備えて複数の民間金融機関と当座貸越枠を設定するなど、適切なリスク管理に努めております。

（４） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定において

は一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 ２. 金融商品の時価等に関する事項
　平成31年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。
　なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）参照）。
 （単位：百万円）

貸借対照表計上額 時価 差額　
（1）現金預け金
（2） 有価証券 

満期保有目的の債券
（3） 貸出金 

　貸倒引当金（＊1）

63,965

28
4,747,285
△119,835

63,965

28

－

－

4,627,450 4,883,159 255,709
資産計 4,691,444 4,947,154 255,709

（1）借用金
（2）社債

3,118,417
555,890

3,144,734
562,106

26,317
6,216

負債計 3,674,307 3,706,841 32,534
デリバティブ取引（*２）

　ヘッジ会計が適用されていないもの （3） （3） －
　ヘッジ会計が適用されているもの － － －
デリバティブ取引計 （3） （3） －

（＊１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊２） その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目については、（　）で表示しております。

（注１） 金融商品の時価の算定方法
  資　産

（１）現金預け金
  　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（２）有価証券
  　社債については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
  　なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しております。

（３）貸出金
  　固定金利が適用される貸出金は、債務者区分ごとにリスク修正を行った元利金の合計額をリスクフリー・レート（国債の指標レート）で割り引い

て時価を算定しております。
  　変動金利が適用される貸出金は、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額

に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
  　また、破綻先、実質破綻先及び変動金利が適用される破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸

倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該
価額を時価としております。

  負　債
（１）借用金
  　財政融資資金借入金については、固定金利であり、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額をリスクフリー・レート（国債の指

標レート）で割り引いて時価を算定しております。
（２）社債
  　社債の時価は、市場価格によっております。

  デリバティブ取引
デリバティブ取引は為替予約取引であり、時価は取引先金融機関から提示された価格によっております。

（注２）  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産（2）有価証券」、「資産
（3）貸出金」及び「負債（1）借用金」には含まれておりません。

 （単位：百万円）
区分 貸借対照表計上額

①非上場株式（＊1） 7
②証書貸付（資本性劣後ローン）（＊２） 464,172
③産業投資借入金（＊３） 22,292
合計 486,472

（＊１） 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
（＊2） 挑戦支援資本強化特例制度等を適用した証書貸付（資本性劣後ローン）については、貸付時において金利は決定されず、毎年の債務者の事業実績に基づく成功判定の結果

による利率が適用されるスキームとなっているため、合理的に将来のキャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから時
価開示の対象とはしておりません。

（＊3） 産業投資借入金については、借入時において金利は設定されず、最終割賦金償還後、一括して利息を支払うスキームとなっているため、合理的に将来のキャッシュ・フロー
を見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
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（注３） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
 （単位：百万円）

１年以内 １年超３年以内 ３年超５年以内 ５年超７年以内 ７年超10年以内 10年超
預け金（＊1） 63,961 － － － － －
有価証券
　満期保有目的の債券 18 － － － － 10
貸出金（＊２） 1,160,192 1,664,171 1,016,784 570,065 442,326 335,321
合計 1,224,172 1,664,171 1,016,784 570,065 442,326 335,331

（＊１）預け金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
（＊2）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない22,594百万円は含めておりません。

（注４） 借用金及び社債の決算日後の返済予定額
 （単位：百万円）

１年以内 １年超３年以内 ３年超５年以内 ５年超７年以内 ７年超10年以内 10年超
借用金 850,553 1,214,276 592,978 316,970 165,932 －
社債 125,000 134,200 141,600 55,000 100,000 －
合計 975,553 1,348,476 734,578 371,970 265,932 －

（有価証券関係）
 １. 満期保有目的の債券（平成31年3月31日現在）

　 種類 貸借対照表計上額（百万円） 時価（百万円） 差額（百万円）
時価が貸借対照表計上額を
超えないもの 社債 28 28 －

 ２. その他有価証券（平成31年3月31日現在）
（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券

　 貸借対照表計上額（百万円）
株式 7

これについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。

 ３. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）
売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

その他 366 366 －

（税効果会計関係）
 当公庫は、法人税法（昭和40年法律第34号）第2条第5号の公共法人であり、法人税を納める義務がないため、税効果会計は適用しておりません。

（退職給付関係）
 1. 採用している退職給付制度の概要
   　当公庫は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けており、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

当公庫の企業年金基金制度は複数事業主制度でありますが、年金資産の額を、退職給付債務の比率に応じて合理的に算定できるため、関連する注記は、以下
の確定給付制度の注記に含めて記載しております。

   　企業年金基金制度（積立型制度であります。）では、給与と勤務期間に基づいた年金を支給しております。退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、
退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

 2. 確定給付制度
（１） 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 39,003百万円
勤務費用 1,472
利息費用 38
数理計算上の差異の発生額 260
退職給付の支払額 △2,103
過去勤務費用の発生額 －
その他 △68
退職給付債務の期末残高 38,603

（２） 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 13,347百万円
期待運用収益 266
数理計算上の差異の発生額 △54
事業主からの拠出額 666
退職給付の支払額 △747
その他 △18
年金資産の期末残高 13,460
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（３） 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,577百万円
年金資産 △13,460
   5,116
非積立型制度の退職給付債務  20,026
未積立退職給付債務 25,142
未認識数理計算上の差異 △5,692
未認識過去勤務費用 710
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 20,160
退職給付引当金 20,160
前払年金費用 －
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 20,160

（４） 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,472百万円
利息費用 38
期待運用収益 △266
数理計算上の差異の費用処理額 1,055
過去勤務費用の費用処理額 △250
その他 －
確定給付制度に係る退職給付費用 2,050

（５） 年金資産に関する事項
①年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

株式 24％
債券 63％
一般勘定 13％
現金及び預金 1％
合計 100％

②長期期待運用収益率の設定方法
　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待
される長期の収益率を考慮しております。

（６） 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

①割引率 0.1％
②長期期待運用収益率 2.0％
③予想昇給率 1.5％～ 5.9％

 3. 確定拠出制度
   　当業務勘定の確定拠出制度への要拠出額は85百万円であります。

（関連当事者との取引関係）
 1. 親会社及び法人主要株主等 （単位：百万円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

主要株主 財務省
（財務大臣）（注1、２）

被所有
直接90.69％ 政策金融行政

増資の引受（注３） 40,300 － －
資金の受入（注４） 721,519

借入金 3,140,709
借入金の返済 917,827
借入金利息の支払 6,197 未払費用 1,130
社債への被保証（注５） 430,090 － －

 （注） 1. 財務省（財務大臣）以外の省庁の議決権等の所有（被所有）割合は次のとおりであります。
   　経済産業省（経済産業大臣） 9.31％
  2. 財務省以外の省庁との取引については次のとおりであります。
   　経済産業省　増資の引受 1,400百万円
   　資源エネルギー庁　政府補給金収入 1百万円
   　中小企業庁　政府補給金収入 14,178百万円
  3. 増資の引受は、当公庫が行った増資を1株につき1円で引き受けたものであります。
  4. 資金の受入は、財政融資資金の借入等であり、財政融資資金借入は財政融資資金貸付金利が適用されております。
  5. 社債への被保証については、保証料の支払はありません。
  6. 取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。

 2. 兄弟会社等 （単位：百万円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

主要株主（会社等）
が議決権の過半数
を所有している会
社等

株式会社
国際協力銀行 なし 連帯債務関係 連帯債務

20,000（注1、３） － －

80,000（注２、３） － －

 （注） 1.  株式会社国際協力銀行法附則第17条第1項第2号の規定により株式会社国際協力銀行が承継した株式会社日本政策金融公庫既発債券に対し、当公庫が負ってい
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る連帯債務であります。当該連帯債務は、当公庫における各業務勘定単位ではなく、公庫全体で負っているため、当公庫の連帯債務総額を記載しております。なお、同法附則第
17条第2項の規定により当業務勘定の総財産を当該連帯債務の一般担保に供しております。

  2.  株式会社日本政策金融公庫法附則第46条の2第1項の規定により当業務勘定が償還する株式会社日本政策金融公庫既発債券に対し、株式会社国際協力銀行が
負っている連帯債務であります。なお、同法附則第46条の2第2項の規定により株式会社国際協力銀行の総財産が当該連帯債務の一般担保に供されております。

  3. 連帯債務に関して収益及び費用として計上している取引はありません。
  4. 取引金額には消費税等は含まれておりません。

（１株当たり情報）
 １株当たりの純資産額 ０円81銭
 １株当たりの当期純利益金額 ０円0銭

（重要な後発事象）
 該当事項はありません。
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中小企業者向け証券化支援買取業務勘定中小企業事業

第11期末（平成31年3月31日現在） 貸借対照表
（単位:百万円）

科目 金額
（資産の部）
現金預け金 9,842
　預け金 9,842
有価証券 39,336
　国債 21,186
　社債 18,150
その他資産 99
　前払費用 70
　未収収益 8
　その他の資産 21
前払年金費用 5
支払承諾見返 67,796
貸倒引当金 △73

資産の部合計 117,007

科目 金額
（負債の部）
社債 24,200
その他負債 115
　未払費用 0
　前受収益 89
　その他の負債 24
賞与引当金 2
役員賞与引当金 0
退職給付引当金 31
役員退職慰労引当金 0
支払承諾 67,796
負債の部合計 92,145
（純資産の部）
資本金 24,476
利益剰余金 386
　利益準備金 310
　その他利益剰余金 76
　　繰越利益剰余金 76
株主資本合計 24,862
純資産の部合計 24,862
負債及び純資産の部合計 117,007
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第11期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで） 損益計算書
（単位:百万円）

科目 金額
経常収益 486

資金運用収益 201
　有価証券利息配当金 201
　預け金利息 0
役務取引等収益 273
　その他の役務収益 273
その他経常収益 11
　貸倒引当金戻入益 9
　その他の経常収益 1

経常費用 410
資金調達費用 4
　社債利息 4
役務取引等費用 306
　その他の役務費用 306
その他業務費用 18
　社債発行費償却 18
営業経費 81
その他経常費用 0
　その他の経常費用 0

経常利益 76
当期純利益 76
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第11期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで） 株主資本等変動計算書
（単位：百万円）

株主資本

純資産
合計

資本金

利益剰余金

株主資本
合計

利益準備金

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越
利益剰余金

当期首残高 24,476 286 46 333 24,809 24,809

当期変動額

　準備金繰入 23 △23 － － －

　国庫納付 △23 △23 △23 △23

　当期純利益 76 76 76 76

当期変動額合計 － 23 30 53 53 53

当期末残高 24,476 310 76 386 24,862 24,862
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個別注記表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針
１	 有価証券の評価基準及び評価方法

　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券については
原則として移動平均法による原価法により行っております。

２	 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　クレジット・デフォルト・スワップ取引のうち市場価格に基づく価額又は合理的に算定された価額がなく時価を把握すること
が極めて困難と認められるものについては、債務保証に準じて処理しております。

３	 繰延資産の処理方法
　社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。

４	 引当金の計上基準
	 （１）	貸倒引当金

  　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、予想損失率等に基づき算出した予想損失額を計上しております。
  　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査

部署が査定結果を監査しております。
	 （２）	賞与引当金

  　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰
属する額を計上しております。

	 （３）	役員賞与引当金
  　役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰

属する額を計上しております。
	 （４）	退職給付引当金

  　退職給付引当金（含む前払年金費用）は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理
計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

 　　過去勤務費用　　　 その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により損益
処理

  　　数理計算上の差異　 各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法に
より按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

	 （５）	役員退職慰労引当金
  　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のう

ち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

５	 消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。

未適用の会計基準等
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号平成30年3月30日）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第30号平成30年3月30日）

145JFC2019財務の状況　中小企業者向け証券化支援買取業務勘定

資
料
編



1． 概要
　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開
発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を
公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開
始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発さ
れ、適用指針と合わせて公表されたものです。
　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る
便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基
準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわ
せない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

2． 適用予定日
　令和4年3月期の期首から適用します。

3． 当該会計基準等の適用による影響
　「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

注記事項
（貸借対照表関係）
 1.  株式会社日本政策金融公庫法（平成19年法律第57号）第52条の規定により当公庫の総財産を当公庫の発行する全ての社債（うち、当業務勘定の発行する

社債は24,200百万円）の一般担保に供しております。
 2. 偶発債務
   当業務勘定は株式会社国際協力銀行が承継した次の株式会社日本政策金融公庫既発債券について、連帯して債務を負っております。なお、株式会社国際協

力銀行法（平成23年法律第39号）附則第17条第2項の規定により当業務勘定の総財産を当該連帯債務の一般担保に供しております。
  　財投機関債 20,000百万円
 3.  株式会社日本政策金融公庫法第47条（エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律（平成22年法律第38号）第17条の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）の規定により剰余金の配当に制限を受けております。
   同法第41条各号に掲げる業務（エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第17条の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した
額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後三月以内に国庫に納付しなければならない
ものとされております。

   なお、同法第41条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を下回るときは、資本準備金及び
利益準備金を当該剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならないものとされております

（株主資本等変動計算書関係）
 当事業年度の末日における発行済株式の数 （単位：株）

株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 24,476,000,000 － － 24,476,000,000

（金融商品関係）
 1. 金融商品の状況に関する事項

（１） 金融商品に対する取組方針
  　当公庫は、株式会社日本政策金融公庫法に基づき一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、国民生活の向上に寄与することを目的とし

て、設立された株式会社であります。
  　政策金融業務にあたって必要となる予算は国会において議決され、事業計画、資金計画（財政融資資金借入金、社債、一般会計出資金、貸出金等）につ

いても予算に添付し国会に提出しております。
  　当該業務は、国民一般向け業務、農林水産業者向け業務、中小企業者向け融資・証券化支援保証業務、中小企業者向け証券化支援買取業務、信用保険

等業務、危機対応円滑化業務及び特定事業等促進円滑化業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定（以下、「業務勘定」　という。）を設けて整理を行うことと
されております。

  　また、当公庫が、財政融資資金借入金、社債、一般会計出資金等により調達した資金は、区分経理に従って業務勘定ごとに整理され、業務勘定間の資金
融通は基本的に想定されておりません。よって、保有する金融資産・金融負債に係るリスクについては、業務勘定ごとに資産及び負債の総合的管理（ALM）
を行っております。

  　なお、余裕金の運用として保有する金融商品は、株式会社日本政策金融公庫法に基づき国債等の安全性が高いものに限定されております。
  　当業務勘定は、証券化手法を活用した民間金融機関等による中小企業者への無担保資金供給の促進及び中小企業者向け貸付債権の証券化市場の育

成を目的としております。当該業務を行うため、社債の発行によって資金調達を行っております。
（２） 金融商品の内容及びそのリスク
  　当公庫が保有する金融資産及び金融負債は、業務勘定ごとに区分し経理しております。
  　当業務勘定が保有する金融資産は、主に有価証券であり、金融負債は、社債であり、次のリスクがあります。
 イ　信用リスク
  　 　当業務勘定では、①民間金融機関等の貸付債権を譲り受け証券化する業務、②証券化商品の一部買取りを行う業務を行っており、これらの業務に

おいて中小企業者への与信に取り組んでいることから、当該中小企業者の信用状況の悪化により、債権の回収が不可能又は困難になり、その結果保
有する証券化商品が毀損し、損失を被る可能性があります。
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 ロ　市場リスク
  　 　当業務勘定が負う市場リスクは、主に金利リスクであります。
  　 　金利リスクについては、資産と負債の間でキャッシュ・フローをマッチングさせることにより、金利リスクを極小化する方針を採っております。
 ハ　流動性リスク
  　 　当業務勘定では、預金受入を行っておらず、資金調達は財投機関債などの長期・安定的な資金を確保しております。また、資金繰り状況を把握し、

適切なリスク管理に努めていることから、流動性リスクは限定的と考えられますが、不測の事態において資金調達費用が増加する等の可能性があり
ます。

（３） 金融商品に係るリスク管理体制
  　当公庫では、コーポレート・ガバナンス委員会を設置し、政策金融機能を持続的かつ安定的に発揮するために、金融商品に係るリスクも含め直面するリ

スクを総合的にとらえ、適切な管理を行っております。
  　なお、各業務において、信用リスク、市場リスク、資金調達に係る流動性リスクについて業務ごとの特性を考慮したリスク管理方針及び手続を策定し、こ

れを円滑に実施する体制を構築しております。
  　当業務のリスク管理体制は次のとおりであります。
 イ　信用リスクの管理
  　 　当業務では、長年にわたり蓄積した中小企業者との取引データ分析に基づき開発した独自のスコアリングモデルやCRD（Credit Risk Database）

などの外部モデルを活用して審査を行っております。さらに、プール債権全体の信用リスク量をモンテカルロシミュレーションなどの統計的手法によ
り的確に把握し、信用リスクに応じた適切なリターンの設定を行っております。

 ロ　市場リスクの管理
  　 　当業務が負う市場リスクは、主に金利リスクであります。金利リスクについては、資産と負債の間でキャッシュ・フローをマッチングさせることにより、

金利リスクを極小化する方針を採っており、金利リスクは限定的と考えております。
  　 　なお、当業務では、リスク管理上、市場リスクに関する定量的分析は利用しておりません。
  　 　当業務において、金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「有価証券」及び「社債」であります。
  　 　その他すべてのリスク変数が一定の場合、平成31年3月31日現在の金利が50ベーシス・ポイント（0.5％）低ければ、当該金融資産と金融負債相

殺後の純額（資産側）の時価は1,699百万円増加するものと考えられます。反対に、金利が50ベーシス・ポイント（0.5％）高ければ、1,525百万円減
少するものと考えられます。当該影響額は金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数との相関を考慮しており
ません。また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性があります。

 ハ　資金調達に係る流動性リスクの管理
  　 　流動性リスクを極小化する制度設計を行っていること及び政府からの十分な支援が見込まれることから、流動性リスクは限定的と考えております。

（４） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定において

は一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 2. 金融商品の時価等に関する事項
 　平成31年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。
 　なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）参照）。
 　（単位：百万円）

貸借対照表計上額 時価 差額
（１）現金預け金
（２） 有価証券 

満期保有目的の債券

9,842

21,186

9,842

22,677

－

1,491
資産計 31,029 32,520 1,491
　社債 24,200 24,205 5
負債計 24,200 24,205 5

（注１） 金融商品の時価の算定方法
  資　産

（１） 現金預け金
 　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（２） 有価証券
 　債券は市場価格によっております。
 　なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しております。

  負　債
社債
　社債の時価は、市場価格によっております。

（注２）  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産（2）有価証券」には含ま
れておりません。

 （単位：百万円）
区分 貸借対照表計上額

①社債（特定資産担保証券）（＊1）  18,150
②クレジット・デフォルト・スワップ（＊２） －
合計  18,150

（＊１） 社債（特定資産担保証券）については、市場価格がありません。これらは、複数の金融機関がオリジネートした中小企業者向けの貸出債権を裏付資産として発行された証券
でありますが、当該証券の優先劣後構造を設ける際、①まず各金融機関の貸出債権の集合をそれぞれサブプールとみなした上で、サブプールごとに最劣後部分を切出し、
②次にサブプールの最劣後以外の部分を合同化した上で優先劣後構造に切り分けております。このため、当業務勘定が保有する合同化された社債（特定資産担保証券）の
時価評価にあたっては、裏付資産となる債務者個々の財務データが必要となりますが、当業務勘定は当該情報を継続して入手できる仕組みにはなっていないため、時価を
把握するのは極めて困難であることから、時価開示の対象とはしておりません。

（＊２） クレジット・デフォルト・スワップについては、中小企業者向け貸出債権を参照としており、市場価格がなく、かつ、参照債務を構成する債務者個々の財務データを継続して入
手できる仕組みにはなっていないなどデフォルトの発生見込みを合理的に推定できないため、時価を把握するのは極めて困難であることから、時価開示の対象とはしており
ません。
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（注３） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
 　（単位：百万円）

１年以内 １年超３年以内 ３年超５年以内 ５年超７年以内 ７年超10年以内 10年超
預け金（＊） 9,842 － － － － －
有価証券
　満期保有目的の債券 － － － － － 21,068
合計 9,842 － － － － 21,068

（＊）預け金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。

（注４） 社債の決算日後の返済予定額
 　（単位：百万円）

１年以内 １年超３年以内 ３年超５年以内 ５年超７年以内 ７年超10年以内 10年超
社債 － 15,800 8,400 － － －

（有価証券関係）
 1. 満期保有目的の債券（平成31年3月31日現在）

種類 貸借対照表計上額（百万円） 時価（百万円） 差額（百万円）
時価が貸借対照表計上額を
超えるもの 国債 21,186 22,677 1,491

 2. その他有価証券（平成31年３月31日現在）
（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券

　 貸借対照表計上額（百万円）
債券
　社債 18,150

これについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。

（税効果会計関係）
 当公庫は、法人税法（昭和40年法律第34号）第2条第5号の公共法人であり、法人税を納める義務がないため、税効果会計は適用しておりません。

（退職給付関係）
 1. 採用している退職給付制度の概要
   　当公庫は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けており、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

当公庫の企業年金基金制度は複数事業主制度でありますが、年金資産の額を、退職給付債務の比率に応じて合理的に算定できるため、関連する注記は、以下
の確定給付制度の注記に含めて記載しております。

   　企業年金基金制度（積立型制度であります。）では、給与と勤務期間に基づいた年金を支給しております。退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、
退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

 2. 確定給付制度
（１） 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 50百万円
勤務費用 2
利息費用 0
数理計算上の差異の発生額 △0
退職給付の支払額 －
過去勤務費用の発生額 －
その他 △3
退職給付債務の期末残高 48

（２） 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 9百万円
期待運用収益 0
数理計算上の差異の発生額 △0
事業主からの拠出額 1
退職給付の支払額 －
その他 △0
年金資産の期末残高 9

（３） 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 12百万円
年金資産 △9
   3
非積立型制度の退職給付債務 36
未積立退職給付債務 39
未認識数理計算上の差異 △14
未認識過去勤務費用 △0
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 25
退職給付引当金 31
前払年金費用 △5
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貸借対照表に計上された負債と資産の純額 25

（４） 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 2百万円
利息費用 0
期待運用収益 △0
数理計算上の差異の費用処理額 2
過去勤務費用の費用処理額 △0
その他 －
確定給付制度に係る退職給付費用 4

（５） 年金資産に関する事項
①年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

株式 24％
債券 63％
一般勘定 13％
現金及び預金 1％
合計 100％

②長期期待運用収益率の設定方法
　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待
される長期の収益率を考慮しております。

（６） 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

①割引率 0.1％
②長期期待運用収益率 2.0％
③予想昇給率 3.0％～ 5.9％

 3. 確定拠出制度
 　当業務勘定の確定拠出制度への要拠出額は0百万円であります。

（関連当事者との取引関係）
 兄弟会社等 （単位：百万円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

主要株主（会社等）
が議決権の過半数
を所有している会
社等

株式会社
国際協力銀行 なし 連帯債務関係 連帯債務 20,000（注1、２） － －

 （注） 1.  株式会社国際協力銀行法附則第17条第1項第2号の規定により株式会社国際協力銀行が承継した株式会社日本政策金融公庫既発債券に対し、当公庫が負ってい
る連帯債務であります。当該連帯債務は、当公庫における各業務勘定単位ではなく、公庫全体で負っているため、当公庫の連帯債務総額を記載しております。なお、同法附則第
17条第2項の規定により当業務勘定の総財産を当該連帯債務の一般担保に供しております。

  2. 連帯債務に関して収益及び費用として計上している取引はありません。
  3. 取引金額には消費税等は含まれておりません。

（１株当たり情報）
 １株当たりの純資産額 １円１銭
 １株当たりの当期純利益金額 ０円０銭

（重要な後発事象）
 該当事項はありません。 
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第11期末（平成31年3月31日現在） 貸借対照表
（単位:百万円）

信用保険等業務勘定中小企業事業

科目 金額
（資産の部）
現金預け金 3,092,320
　預け金 3,092,320
その他資産 10,110
　未収収益 75
　その他の資産 10,035
有形固定資産 18,045
　建物 4,002
　土地 13,968
　リース資産 55
　その他の有形固定資産 19
無形固定資産 1,174
　ソフトウェア 1,167
　リース資産 0
　その他の無形固定資産 6

資産の部合計 3,121,650

科目 金額
（負債の部）
保険契約準備金 838,433
その他負債 1,390
　未払費用 30
　リース債務 61
　その他の負債 1,297
賞与引当金 217
役員賞与引当金 1
退職給付引当金 4,574
役員退職慰労引当金 0
負債の部合計 844,619
（純資産の部）
資本剰余金 1,988,384
　資本準備金 1,988,384
利益剰余金 288,646
　利益準備金 196,571
　その他利益剰余金 92,075
　　繰越利益剰余金 92,075
株主資本合計 2,277,030
純資産の部合計 2,277,030
負債及び純資産の部合計 3,121,650
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第11期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで） 損益計算書
（単位:百万円）

科目 金額
経常収益 291,390

資金運用収益 402
　預け金利息 402
保険引受収益 290,746
　保険料 121,914
　責任共有負担金収入 4,600
　保険契約準備金戻入額 164,231
その他経常収益 242
　その他の経常収益 242

経常費用 199,313
保険引受費用 190,344
　保険金 270,192
　回収金  △ 79,848
営業経費 5,198
その他経常費用 3,770
　その他の経常費用 3,770

経常利益 92,076
特別損失 1

　固定資産処分損 1
当期純利益 92,075
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（単位：百万円）

株主資本

純資産
合計

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金
資本剰余金

合計 利益準備金

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越
利益剰余金

当期首残高 1,887,984 1,887,984 86,045 110,526 196,571 2,084,555 2,084,555

当期変動額

　新株の発行 100,400 100,400 100,400 100,400

　準備金繰入 110,526 △110,526 － － －

　当期純利益 92,075 92,075 92,075 92,075

当期変動額合計 100,400 100,400 110,526 △18,451 92,075 192,475 192,475

当期末残高 1,988,384 1,988,384 196,571 92,075 288,646 2,277,030 2,277,030

第11期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで） 株主資本等変動計算書

152 JFC2019 財務の状況　信用保険等業務勘定

資
料
編



個別注記表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針
１	 有価証券の評価基準及び評価方法

　有価証券の評価は、その他有価証券については原則として決算日の市場価格等に基づく時価法により行っております。

２	 固定資産の減価償却の方法
	 （１）	有形固定資産（リース資産を除く）

  　有形固定資産は、定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属
設備及び構築物については定額法）を採用しております。

  　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
 　　建　物　　　５年～ 50年
 　　その他　　　２年～ 15年

	 （２）	無形固定資産（リース資産を除く）
  　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当公庫内における利

用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
	 （３）	リース資産

  　所有権移転外ファイナンス･リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間
を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については零としております。

３	 引当金の計上基準
	 （１）	貸倒引当金

  　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率
等に基づき計上しております。

  　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監
査部署が査定結果を監査しております。

	 （２）	賞与引当金
  　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰

属する額を計上しております。
	 （３）	役員賞与引当金

  　役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰
属する額を計上しております。

	 （４）	退職給付引当金
  　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの
期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益
処理方法は次のとおりであります。

 　　過去勤務費用　　　 その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により損益
処理

  　　数理計算上の差異　 各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法に
より按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

	 （５）	役員退職慰労引当金
  　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のう

ち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
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４	 保険契約準備金の計上基準
　保険契約準備金は、株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令第9条第1項の規定により次に掲げる金額の合計額
を計上しており、また、同条第2項の規定により当該保険契約準備金では将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認
められる場合には、追加して保険契約準備金を計上しております。
　①責任準備金
　　保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した額
　②支払備金
　 　保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金及びまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定す

る支払事由が既に発生したと認められる保険金から、当該保険金に基づく回収金の見込額を控除した金額

５	 消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に
係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。

未適用の会計基準等
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号平成30年3月30日）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第30号平成30年3月30日）
１． 概要

　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開
発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を
公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開
始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発さ
れ、適用指針と合わせて公表されたものです。
　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る
便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基
準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわ
せない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

２． 適用予定日
　令和4年3月期の期首から適用します。

３． 当該会計基準等の適用による影響
　「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

注記事項
（貸借対照表関係）
 1.  株式会社日本政策金融公庫法（平成19年法律第57号）第52条の規定により当公庫の総財産を当公庫の発行する全ての社債の一般担保に供しております。

なお、当業務勘定においては社債は発行しておりません。
 ２.  有形固定資産の減価償却累計額 2,299百万円
 ３.  偶発債務
   当業務勘定は株式会社国際協力銀行が承継した次の株式会社日本政策金融公庫既発債券について、連帯して債務を負っております。なお、株式会社国際協

力銀行法（平成23年法律第39号）附則第17条第2項の規定により当業務勘定の総財産を当該連帯債務の一般担保に供しております。
  　財投機関債 20,000百万円
 ４.  株式会社日本政策金融公庫法第47条（エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律（平成22年法律第38号）第17条の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）の規定により剰余金の配当に制限を受けております。
   同法第41条各号に掲げる業務（エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第17条の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した
額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後三月以内に国庫に納付しなければならない
ものとされております。

   なお、同法第41条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を下回るときは、資本準備金及び
利益準備金を当該剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならないものとされております。
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（損益計算書関係）
 その他の経常費用には、保険料の返還金3,754百万円が含まれております。

（株主資本等変動計算書関係）
 当事業年度の末日における発行済株式の数 （単位：株）

株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,859,427,407,741 100,400,000,000 － 5,959,827,407,741

（注）変動事由の概要
　増加数の内訳は、次のとおりであります。
　　新株の発行による増加　100,400,000,000株

（金融商品関係）
 １. 金融商品の状況に関する事項

（１） 金融商品に対する取組方針
  　当公庫は、株式会社日本政策金融公庫法に基づき一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、国民生活の向上に寄与することを目的とし

て、設立された株式会社であります。
  　政策金融業務にあたって必要となる予算は国会において議決され、事業計画、資金計画（財政融資資金借入金、社債、一般会計出資金、貸出金等）につ

いても予算に添付し国会に提出しております。
  　当該業務は、国民一般向け業務、農林水産業者向け業務、中小企業者向け融資・証券化支援保証業務、中小企業者向け証券化支援買取業務、信用保険

等業務、危機対応円滑化業務及び特定事業等促進円滑化業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定（以下、「業務勘定」という。）を設けて整理を行うことと
されております。

  　また、当公庫が、財政融資資金借入金、社債、一般会計出資金等により調達した資金は、区分経理に従って業務勘定ごとに整理され、業務勘定間の資金
融通は基本的に想定されておりません。よって、保有する金融資産・金融負債に係るリスクについては、業務勘定ごとに資産及び負債の総合的管理（ALM）
を行っております。

  　なお、余裕金の運用として保有する金融商品は、株式会社日本政策金融公庫法に基づき国債等の安全性が高いものに限定されております。
  　当業務勘定は、中小企業者に対する貸付けに係る債務の保証等についての保険等を行っております。当該業務を行うため、政府からの出資金によって

資金調達を行っております。
（２） 金融商品の内容及びそのリスク
  　当公庫が保有する金融資産及び金融負債は、業務勘定ごとに区分し経理しております。
  　当業務勘定が保有する金融資産は、主に預け金であり、次のリスクがあります。
 イ　市場リスク
   　当業務勘定が負う市場リスクは、主に金利リスクであります。
   　当業務勘定では、政府からの出資により調達した資金については、財政融資資金への預託等の安全性が高いもので運用していることから、金利リス

クは限定的と考えております。
 ロ　流動性リスク
   　当業務勘定では、預金受入を行っておらず、資金調達は政府からの出資金により長期・安定的な資金を確保していることから、流動性リスクは限定的

と考えております。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
  　当公庫では、コーポレート・ガバナンス委員会を設置し、政策金融機能を持続的かつ安定的に発揮するために、金融商品に係るリスクも含め直面するリ

スクを総合的にとらえ、適切な管理を行っております。
  　当業務のリスク管理体制は次のとおりであります。
 イ　市場リスクの管理
   　当業務が負う市場リスクは、主に金利リスクであります。
   　当業務では、政府からの出資により調達した資金については、財政融資資金への預託等の安全性が高いもので運用し、適切なリスク管理に努めてお

ります。
 ロ　資金調達に係る流動性リスクの管理
   　資金調達は政府からの出資金によっております。また、資金繰り状況を把握し、適切なリスク管理に努めております。

（４） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定において

は一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 2. 金融商品の時価等に関する事項
 　平成31年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。
 （単位：百万円）

貸借対照表計上額 時価 差額
現金預け金 3,092,320 3,105,085 12,764

（注１） 金融商品の時価の算定方法
  資　産

現金預け金
 　満期のないあるいは満期が3カ月以内の預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期が
3カ月超の預け金については、預入期間に基づく区分ごとに、対応する期間のリスクフリー・レート（国債の指標レート）で割り引いて時価を算定してお
ります。

（注２） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
 （単位：百万円）

１年以内 １年超３年以内 ３年超５年以内 ５年超７年以内 ７年超10年以内 10年超
預け金（＊） 1,775,920 401,300 470,100 445,000 － －

（＊）預け金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
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（有価証券関係）
 貸借対照表の「預け金」中の譲渡性預け金が含まれております。
 　その他有価証券（平成31年3月31日現在）

種類 貸借対照表計上額（百万円） 取得原価（百万円） 差額（百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの その他 10,000 10,000 －

（税効果会計関係）
 当公庫は、法人税法（昭和40年法律第34号）第2条第5号の公共法人であり、法人税を納める義務がないため、税効果会計は適用しておりません。

（退職給付関係）
 1. 採用している退職給付制度の概要
   　当公庫は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けており、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

当公庫の企業年金基金制度は複数事業主制度でありますが、年金資産の額を、退職給付債務の比率に応じて合理的に算定できるため、関連する注記は、以下
の確定給付制度の注記に含めて記載しております。

   　企業年金基金制度（積立型制度であります。）では、給与と勤務期間に基づいた年金を支給しております。退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、
退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

 2. 確定給付制度
（１） 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 8,510百万円
勤務費用 275
利息費用 8
数理計算上の差異の発生額 △7
退職給付の支払額 △527
過去勤務費用の発生額 －
その他 112
退職給付債務の期末残高 8,371

（２） 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 2,978百万円
期待運用収益 59
数理計算上の差異の発生額 △37
事業主からの拠出額 118
退職給付の支払額 △139
その他 20
年金資産の期末残高 3,000

（３） 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 4,141百万円
年金資産 △3,000
   1,140
非積立型制度の退職給付債務 4,230
未積立退職給付債務 5,370
未認識数理計算上の差異 △924
未認識過去勤務費用 128
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,574
退職給付引当金 4,574
前払年金費用 －
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,574

（４） 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 275百万円
利息費用  8
期待運用収益 △59
数理計算上の差異の費用処理額 170
過去勤務費用の費用処理額 △39
その他 －
確定給付制度に係る退職給付費用 355

（５） 年金資産に関する事項
①年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

株式 24％
債券 63％
一般勘定 13％
現金及び預金 1％
合計 100％

②長期期待運用収益率の設定方法
　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待
される長期の収益率を考慮しております。
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（６） 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

①割引率 0.1％
②長期期待運用収益率 2.0％
③予想昇給率 1.5％～ 5.9％

 3. 確定拠出制度
   　当業務勘定の確定拠出制度への要拠出額は15百万円であります。

（関連当事者との取引関係）
 1. 親会社及び法人主要株主等 （単位：百万円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

主要株主 財務省
（財務大臣）

被所有
直接100％ 政策金融行政

増資の引受（注1） 100,400 － －
資金の預託（注２） 7,080,500

預け金 3,045,800
資金の払戻 6,890,500

 （注） 1.  増資の引受は、当公庫が行った増資を1株につき1円で引き受けたものであります。
  ２.  資金の預託は、財政融資資金への預託であり、財政融資資金預託金利が適用されております。
  ３.  取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。

 2. 兄弟会社等 （単位：百万円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

主要株主（会社等）
が議決権の過半数
を所有している会
社等

株式会社
国際協力銀行 なし 連帯債務関係 連帯債務 20,000（注1、２） － －

 （注） 1.  株式会社国際協力銀行法附則第17条第1項第2号の規定により株式会社国際協力銀行が承継した株式会社日本政策金融公庫既発債券に対し、当公庫が負ってい
る連帯債務であります。当該連帯債務は、当公庫における各業務勘定単位ではなく、公庫全体で負っているため、当公庫の連帯債務総額を記載しております。なお、同法附則第
17条第2項の規定により当業務勘定の総財産を当該連帯債務の一般担保に供しております。

  2. 連帯債務に関して収益及び費用として計上している取引はありません。
  3. 取引金額には消費税等は含まれておりません。

（１株当たり情報）
 １株当たりの純資産額 0円38銭
 １株当たりの当期純利益金額 0円1銭

（重要な後発事象）
 該当事項はありません。 
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危機対応円滑化業務勘定危機対応円滑化業務

科目 金額
（資産の部）
現金預け金 756,033
　預け金 756,033
貸出金 1,815,312
　証書貸付 1,815,312
その他資産 365
　未収収益 288
　その他の資産 77
有形固定資産 1
　リース資産 1
無形固定資産 15
　ソフトウェア 15
　リース資産 0
前払年金費用 23

資産の部合計 2,571,751

科目 金額
（負債の部）
借用金 1,815,312
　借入金 1,815,312
その他負債 1,824
　未払費用 274
　前受収益 1,433
　リース債務 1
　その他の負債 114
賞与引当金 6
役員賞与引当金 0
退職給付引当金 83
役員退職慰労引当金 0
補償損失引当金 29,244
負債の部合計 1,846,471
（純資産の部）
資本金 969,466
利益剰余金 △244,186
　その他利益剰余金 △244,186
　　繰越利益剰余金 △244,186
株主資本合計 725,279
純資産の部合計 725,279
負債及び純資産の部合計 2,571,751

第11期末（平成31年3月31日現在） 貸借対照表
（単位:百万円）
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第11期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで） 損益計算書
（単位:百万円）

科目 金額
経常収益 15,866

資金運用収益 12,938
　貸出金利息 12,892
　預け金利息 46
　その他の受入利息 0
役務取引等収益 1,376
　損害担保補償料 1,376
政府補給金収入 162
　一般会計より受入 162
その他経常収益 1,388
　その他の経常収益 1,388

経常費用 29,008
資金調達費用 12,892
　借用金利息 12,892
　その他の支払利息 0
その他業務費用 4,941
　利子補給金 4,941
営業経費 179
その他経常費用 10,995
　補償損失引当金繰入額 10,847
　その他の経常費用 147

経常損失 13,142
当期純損失 13,142
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第11期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで） 株主資本等変動計算書
（単位：百万円）

株主資本

純資産
合計

資本金

利益剰余金

株主資本
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越
利益剰余金

当期首残高 969,398 △231,044 △231,044 738,353 738,353

当期変動額

　新株の発行 68 68 68

　当期純損失 △13,142 △13,142 △13,142 △13,142

当期変動額合計 68 △13,142 △13,142 △13,074 △13,074

当期末残高 969,466 △244,186 △244,186 725,279 725,279
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個別注記表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針
１	 有価証券の評価基準及び評価方法

　有価証券の評価は、その他有価証券については原則として決算日の市場価格等に基づく時価法により行っております。

２	 固定資産の減価償却の方法
	 （１）	無形固定資産（リース資産を除く）

  　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当公庫内における利
用可能期間（5年）に基づいて償却しております。

	 （２）	リース資産
  　所有権移転外ファイナンス･リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間

を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については零としております。

３	 引当金の計上基準
	 （１）	貸倒引当金

  　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
  　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者に

係る債権については、帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計
上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に
係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、
債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

  　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しておりま
す。

  　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監
査部署が査定結果を監査しております。

	 （２）	補償損失引当金
 　補償損失引当金は、損害担保契約に関して生じる損失に備えるため、損失負担見込額を計上しております。

	 （３）	賞与引当金
  　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰

属する額を計上しております。
	 （４）	役員賞与引当金

  　役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰
属する額を計上しております。

	 （5）	退職給付引当金
  　退職給付引当金（含む前払年金費用）は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理
計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

 　　過去勤務費用　　　 その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により損益
処理

  　　数理計算上の差異　 各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法に
より按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
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	 （6）	役員退職慰労引当金
  　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のう

ち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

４	 消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に
係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。

未適用の会計基準等
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号平成30年3月30日）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第30号平成30年3月30日）
1． 概要

　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開
発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を
公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開
始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発さ
れ、適用指針と合わせて公表されたものです。
　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る
便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基
準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわ
せない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

2． 適用予定日
　令和4年3月期の期首から適用します。

3． 当該会計基準等の適用による影響
　「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

注記事項
（貸借対照表関係）
 1.  貸出金のうち、破綻先債権、延滞債権、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当する債権はありません。
   なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとし

て未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）
第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。

   延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出
金であります。

   3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものでありま
す。

   貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有
利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

 2.  株式会社日本政策金融公庫法（平成19年法律第57号）第52条の規定により当公庫の総財産を当公庫の発行する全ての社債の一般担保に供しております。
なお、当業務勘定においては社債は発行しておりません。

 3.  有形固定資産の減価償却累計額 0百万円
 4.  偶発債務
   当業務勘定は株式会社国際協力銀行が承継した次の株式会社日本政策金融公庫既発債券について、連帯して債務を負っております。なお、株式会社国際協

力銀行法（平成23年法律第39号）附則第17条第2項の規定により当業務勘定の総財産を当該連帯債務の一般担保に供しております。
   　財投機関債 20,000百万円
 5.  損害担保契約の補償引受額
   　補償引受残高（53,824件） 837,027百万円
   　補償損失引当金 29,244百万円
   　差引額 807,783百万円
 6.  株式会社日本政策金融公庫法第47条（エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律（平成22年法律第38号）第17条の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）の規定により剰余金の配当に制限を受けております。
   同法第41条各号に掲げる業務（エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第17条の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した
額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後三月以内に国庫に納付しなければならない
ものとされております。

   なお、同法第41条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を下回るときは、資本準備金及び
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利益準備金を当該剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならないものとされております。

（株主資本等変動計算書関係）
 当事業年度の末日における発行済株式の数 　（単位：株）

株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 969,398,000,000 68,000,000 － 969,466,000,000

（注）変動事由の概要
　増加数の内訳は、次のとおりであります。
　　新株の発行による増加　68,000,000株

（金融商品関係）
 １. 金融商品の状況に関する事項

（１） 金融商品に対する取組方針
  　当公庫は、株式会社日本政策金融公庫法に基づき一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、国民生活の向上に寄与することを目的とし

て、設立された株式会社であります。
  　政策金融業務にあたって必要となる予算は国会において議決され、事業計画、資金計画（財政融資資金借入金、社債、一般会計出資金、貸出金等）につ

いても予算に添付し国会に提出しております。
  　当該業務は、国民一般向け業務、農林水産業者向け業務、中小企業者向け融資・証券化支援保証業務、中小企業者向け証券化支援買取業務、信用保険

等業務、危機対応円滑化業務及び特定事業等促進円滑化業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定（以下、「業務勘定」という。）を設けて整理を行うことと
されております。

  　また、当公庫が、財政融資資金借入金、社債、一般会計出資金等により調達した資金は、区分経理に従って業務勘定ごとに整理され、業務勘定間の資金
融通は基本的に想定されておりません。よって、保有する金融資産・金融負債に係るリスクについては、業務勘定ごとに資産及び負債の総合的管理（ALM）
を行っております。

  　なお、余裕金の運用として保有する金融商品は、株式会社日本政策金融公庫法に基づき国債等の安全性が高いものに限定されております。
  　当業務勘定は、主務大臣が認定する内外の金融秩序の混乱、大規模災害等の危機発生時において、主務大臣が指定する指定金融機関に対して、①貸

付け、②損害担保（指定金融機関が行う貸付け等に損失が発生した場合において、当公庫が一定割合の補塡を行うもの）、③利子補給（当公庫による信用
供与を受けて指定金融機関が行った貸付け等について、当公庫が指定金融機関に対し利子補給金を支給するもの）の業務を行っております。当該業務を
行うため、①貸付けについては、財政融資資金の借入のほか、政府保証債の発行によって資金調達を行っておりますが、借入期間と貸付期間を一致させ
ており、また、調達コストは貸出金利息等で回収しております。②損害担保、③利子補給については、政府からの出資金等によって資金調達を行っており
ます。

（２） 金融商品の内容及びそのリスク
  　当公庫が保有する金融資産及び金融負債は、業務勘定ごとに区分し経理しております。
  　当業務勘定が保有する金融資産は、主に指定金融機関に対する貸出金であり、金融負債は、借用金であり、次のリスクがあります。
 イ　信用リスク
  　 　当業務勘定が保有する金融資産は、主として、指定金融機関に対する、同機関が行う危機対応業務に要する資金の貸出金であり、当該指定金融機

関の信用状況の悪化により、債権の回収が不可能又は困難になり、損失を被る可能性があります。
  　 　また、指定金融機関が事業者に対して行う貸付け等により発生する損害額の一部の補塡を行っております。事業者の信用状況や経済状況等の大幅

な変化等により、補償金の支払額が補償料設定時の予測に反して変動することにより損失を被る可能性があります。
 ロ　市場リスク
  　 　当業務勘定では、指定金融機関に対する貸付けを行っておりますが、当該資金については財政融資資金借入により調達しております。当業務勘定

における貸付条件と借入条件は同一とし、調達コストは貸出金利息で回収していることから、市場リスクとしての金利リスクは存在しておりません。
 ハ　流動性リスク
  　 　当業務勘定では、預金受入を行っておらず、資金調達は財政融資資金などの長期・安定的な資金を確保しております。また、指定金融機関に対する

補償金支払資金等についての十分な手元流動性を確保しており、流動性リスクは限定的と考えられますが、借用金は、不測の事態において支払期日
にその支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。

（３） 金融商品に係るリスク管理体制
  　当公庫では、コーポレート・ガバナンス委員会を設置し、政策金融機能を持続的かつ安定的に発揮するために、金融商品に係るリスクも含め直面するリ

スクを総合的にとらえ、適切な管理を行っております。
  　なお、各業務において、信用リスク、市場リスク、資金調達に係る流動性リスクについて業務ごとの特性を考慮したリスク管理方針及び手続を策定し、こ

れを円滑に実施する体制を構築しております。
  　当業務のリスク管理体制は次のとおりであります。
 イ　信用リスクの管理
  　 　当業務では、金融庁の「金融検査マニュアル」に準拠した基準を策定し、自己査定を実施しております。自己査定にあたっては、監査部門による監査

を受けております。
 ロ　市場リスクの管理
  　 　当業務において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「貸出金」及び「借用金」であります。
  　 　当業務では、指定金融機関に対する貸付けを行っておりますが、当該資金については財政融資資金借入により調達しております。当業務における

貸付条件と借入条件は同一としているため、「貸出金」から発生するキャッシュ・イン・フローと「借用金」から発生するキャッシュ・アウト・フローが一致
する結果、総体としては、市場リスクとしての金利リスクは存在しておりません。

 ハ　資金調達に係る流動性リスクの管理
  　 　当業務では、預金受入を行っておらず、資金調達は財政融資資金などの長期・安定的な資金を確保しております。
  　 　また、借入期間と貸付期間を一致させているほか、指定金融機関に対する補償金支払資金等についての十分な手元流動性を確保しており、流動性

リスクは限定的と考えられます。
  　 　一方で、資金計画の精緻化に努め、流動性リスクを最小化する努力を継続しております。

（４） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定において

は一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 ２. 金融商品の時価等に関する事項
　平成31年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。
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 （単位：百万円）
貸借対照表計上額 時価 差額

（１）現金預け金
（２）貸出金

756,033
1,815,312

756,230
1,836,565

196
21,253

資産計 2,571,345 2,592,795 21,450
　借用金 1,815,312 1,847,364 32,052
負債計 1,815,312 1,847,364 32,052

（注１）  金融商品の時価の算定方法
  資　産

（１）現金預け金
  　満期のないあるいは満期が3カ月以内の預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満

期が3カ月超の預け金については、預入期間に基づく区分ごとに、対応する期間のリスクフリー・レート（国債の指標レート）で割り引いて時価を算
定しております。

（２）貸出金
  　貸出金は、すべて固定金利であり、債務者及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を、債務者が発行する債券の市場利回りより推定した

利率で割り引いて時価を算定しております。

  負　債
借用金
　借用金については、固定金利であり、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額をリスクフリー・レート（国債の指標レート）で割り引
いて時価を算定しております。

（注２）  損害担保契約については、与信判断は指定金融機関が行い、当公庫は、貸付時点において個別補償先に対する与信判断に関与しない仕組みとなってい
ることから、当公庫は個別補償先の財務データを保有しておらず、将来にわたるキャッシュ・フローを合理的に見積もることができません。したがって、
時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。

  なお、損害担保契約に係る補償引受額は次のとおりであります。
  　補償引受残高 837,027百万円
  　補償損失引当金 29,244百万円

（注３） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
 （単位：百万円）

１年以内 １年超３年以内 ３年超５年以内 ５年超７年以内 ７年超10年以内 10年超
預け金（＊） 726,033 30,000 － － － －
貸出金 381,282 815,407 363,926 148,965 87,794 17,938
合計 1,107,315 845,407 363,926 148,965 87,794 17,938

（＊）預け金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。

（注４） 借用金の決算日後の返済予定額
 （単位：百万円）

１年以内 １年超３年以内 ３年超５年以内 ５年超７年以内 ７年超10年以内 10年超
借用金 381,282 815,407 363,926 148,965 87,794 17,938

（有価証券関係）
 貸借対照表の「預け金」中の譲渡性預け金が含まれております。
 　その他有価証券（平成31年3月31日現在）

種類 貸借対照表計上額（百万円） 取得原価（百万円） 差額（百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの その他 348,000 348,000 －

（税効果会計関係）
 当公庫は、法人税法（昭和40年法律第34号）第2条第5号の公共法人であり、法人税を納める義務がないため、税効果会計は適用しておりません。

（退職給付関係）
 1. 採用している退職給付制度の概要
   　当公庫は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けており、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

当公庫の企業年金基金制度は複数事業主制度でありますが、年金資産の額を、退職給付債務の比率に応じて合理的に算定できるため、関連する注記は、以下
の確定給付制度の注記に含めて記載しております。

   　企業年金基金制度（積立型制度であります。）では、給与と勤務期間に基づいた年金を支給しております。退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、
退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

 2. 確定給付制度
（１） 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 157百万円
勤務費用 7
利息費用 0
数理計算上の差異の発生額 0
退職給付の支払額 －
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過去勤務費用の発生額 －
その他 △28
退職給付債務の期末残高 138

（２） 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 30百万円
期待運用収益 0
数理計算上の差異の発生額 △2
事業主からの拠出額 4
退職給付の支払額 －
その他 △1
年金資産の期末残高 31

（３） 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 42百万円
年金資産 △31
   11
非積立型制度の退職給付債務 95
未積立退職給付債務 106
未認識数理計算上の差異 △53
未認識過去勤務費用 6
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 60
退職給付引当金 83
前払年金費用 △23
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 60

（４） 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用  7百万円
利息費用 0
期待運用収益 △0
数理計算上の差異の費用処理額 8
過去勤務費用の費用処理額 △1
その他 －
確定給付制度に係る退職給付費用 14

（５） 年金資産に関する事項
①年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

株式 24％
債券 63％
一般勘定 13％
現金及び預金 1％
合計 100％

②長期期待運用収益率の設定方法
　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待
される長期の収益率を考慮しております。

（６） 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

①割引率 0.1％
②長期期待運用収益率 2.0％
③予想昇給率 1.5％～ 6.0％

 3. 確定拠出制度
   　当業務勘定の確定拠出制度への要拠出額は0百万円であります。

（関連当事者との取引関係）
 1. 親会社及び法人主要株主等 （単位：百万円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

主要株主 財務省
（財務大臣）（注1、２）

被所有
直接85.27％ 政策金融行政

増資の引受（注３） 68 － －
政府補給金収入 60 － －
借入金の返済 567,907 借入金 1,815,312
借入金利息の支払 12,892 未払費用 273
資金の預託（注4） 930,000

預け金 390,000
資金の払戻 930,000

 （注） 1. 財務省（財務大臣）以外の省庁の議決権等の所有（被所有）割合は次のとおりであります。
   　農林水産省（農林水産大臣） 0.13％
   　経済産業省（経済産業大臣） 14.60％
  2. 財務省以外の省庁との取引については次のとおりであります。
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   　農林水産省　政府補給金収入 40百万円
   　中小企業庁　政府補給金収入 60百万円
  3. 増資の引受は、当公庫が行った増資を1株につき1円で引き受けたものであります。
  4. 資金の預託は、財政融資資金への預託であり、財政融資資金預託金利が適用されております。
  5. 取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。

 2. 兄弟会社等 （単位：百万円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

主要株主（会社等）
が議決権の過半数
を所有している会
社等

株式会社
国際協力銀行 なし 連帯債務関係 連帯債務 20,000（注1、２） － －

 （注） 1.  株式会社国際協力銀行法附則第17条第1項第2号の規定により株式会社国際協力銀行が承継した株式会社日本政策金融公庫既発債券に対し、当公庫が負ってい
る連帯債務であります。当該連帯債務は、当公庫における各業務勘定単位ではなく、公庫全体で負っているため、当公庫の連帯債務総額を記載しております。なお、同法附則第
17条第2項の規定により当業務勘定の総財産を当該連帯債務の一般担保に供しております。

  2. 連帯債務に関して収益及び費用として計上している取引はありません。
  3. 取引金額には消費税等は含まれておりません。

（１株当たり情報）
 １株当たりの純資産額 0円74銭
 １株当たりの当期純損失金額 0円1銭

（重要な後発事象）
 該当事項はありません。
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特定事業等促進円滑化業務勘定

科目 金額
（資産の部）
現金預け金 257
　預け金 257
貸出金 44,703
　証書貸付 44,703
その他資産 130
　未収収益 83
　その他の資産 47
有形固定資産 0
　リース資産 0
無形固定資産 6
　ソフトウェア 6
　リース資産 0
前払年金費用 11

資産の部合計 45,108

科目 金額
（負債の部）
借用金 44,703
　借入金 44,703
その他負債 154
　未払費用 83
　リース債務 0
　その他の負債 70
賞与引当金 3
役員賞与引当金 0
退職給付引当金 44
役員退職慰労引当金 0
負債の部合計 44,906
（純資産の部）
資本金 267
利益剰余金 △65
　その他利益剰余金 △65
　　繰越利益剰余金 △65
株主資本合計 201
純資産の部合計 201
負債及び純資産の部合計 45,108

特定事業等促進円滑化業務

第11期末（平成31年3月31日現在） 貸借対照表
（単位:百万円）
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第11期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで） 損益計算書
（単位:百万円）

科目 金額
経常収益 330

資金運用収益 254
　貸出金利息 254
　預け金利息 0
政府補給金収入 75
　一般会計より受入 75
その他経常収益 0
　その他の経常収益 0

経常費用 341
資金調達費用 254
　借用金利息 254
営業経費 86
その他経常費用 0
　その他の経常費用 0

経常損失 10
当期純損失 10
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（単位：百万円）

株主資本

純資産
合計

資本金

利益剰余金

株主資本
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越
利益剰余金

当期首残高 267 △54 △54 212 212

当期変動額

　当期純損失 △10 △10 △10 △10

当期変動額合計 － △10 △10 △10 △10

当期末残高 267 △65 △65 201 201

第11期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで） 株主資本等変動計算書
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個別注記表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針
１	 固定資産の減価償却の方法
	 （１）	無形固定資産（リース資産を除く）

  　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当公庫内における利
用可能期間（５年）に基づいて償却しております。

	 （２）	リース資産
  　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間

を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については零としております。

２	 引当金の計上基準
	 （１）	貸倒引当金

  　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
  　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者に

係る債権については、帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計
上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に
係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、
債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

  　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しておりま
す。

  　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監
査部署が査定結果を監査しております。

	 （２）	賞与引当金
  　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰

属する額を計上しております。
	 （３）	役員賞与引当金

  　役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰
属する額を計上しております。

	 （４）	退職給付引当金
  　退職給付引当金（含む前払年金費用）は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理
計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

 　　過去勤務費用　　　 その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により損益
処理

 　　数理計算上の差異　 各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法に
より按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

	 （５）	役員退職慰労引当金
  　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のう

ち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

３	 消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に
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係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。

未適用の会計基準等
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号平成30年3月30日）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第30号平成30年3月30日）
１． 概要

　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開
発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を
公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開
始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発さ
れ、適用指針と合わせて公表されたものです。
　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る
便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基
準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわ
せない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

２． 適用予定日
　令和4年3月期の期首から適用します。

３． 当該会計基準等の適用による影響
　「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

注記事項
（貸借対照表関係）
 1.   貸出金のうち、破綻先債権、延滞債権、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当する債権はありません。
   なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとし

て未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）
第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。

   延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出
金であります。

   3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものでありま
す。

   貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有
利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

 2.   株式会社日本政策金融公庫法（平成19年法律第57号）第52条の規定により当公庫の総財産を当公庫の発行する全ての社債の一般担保に供しております。
なお、当業務勘定においては社債は発行しておりません。

 3.   有形固定資産の減価償却累計額 0百万円
 4.   偶発債務
   当業務勘定は株式会社国際協力銀行が承継した次の株式会社日本政策金融公庫既発債券について、連帯して債務を負っております。なお、株式会社国際協

力銀行法（平成23年法律第39号）附則第17条第2項の規定により当業務勘定の総財産を当該連帯債務の一般担保に供しております。
  　財投機関債　 20,000百万円
 5.   株式会社日本政策金融公庫法第47条（エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律（平成22年法律第38号）第17条の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）の規定により剰余金の配当に制限を受けております。
   同法第41条各号に掲げる業務（エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第17条の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した
額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後三月以内に国庫に納付しなければならない
ものとされております。

   なお、同法第41条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を下回るときは、資本準備金及び
利益準備金を当該剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならないものとされております。

（株主資本等変動計算書関係）
 当事業年度の末日における発行済株式の数  （単位：株）

株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 267,000,000 － － 267,000,000

（金融商品関係）
 1. 金融商品の状況に関する事項

（１） 金融商品に対する取組方針
当公庫は、株式会社日本政策金融公庫法に基づき一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、国民生活の向上に寄与することを目的とし

て、設立された株式会社であります。
政策金融業務にあたって必要となる予算は国会において議決され、事業計画、資金計画（財政融資資金借入金、社債、一般会計出資金、貸出金等）につ
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いても予算に添付し国会に提出しております。
当該業務は、国民一般向け業務、農林水産業者向け業務、中小企業者向け融資・証券化支援保証業務、中小企業者向け証券化支援買取業務、信用保険

等業務、危機対応円滑化業務及び特定事業等促進円滑化業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定（以下、「業務勘定」という。）を設けて整理を行うことと
されております。

また、当公庫が、財政融資資金借入金、社債、一般会計出資金等により調達した資金は、区分経理に従って業務勘定ごとに整理され、業務勘定間の資金
融通は基本的に想定されておりません。よって、保有する金融資産・金融負債に係るリスクについては、業務勘定ごとに資産及び負債の総合的管理（ALM）
を行っております。

なお、余裕金の運用として保有する金融商品は、株式会社日本政策金融公庫法に基づき国債等の安全性が高いものに限定されております。
当業務勘定は、エネルギー環境適合製品を開発又は製造する事業の実施に必要な資金及び産業競争力強化の観点から事業再編等の実施に必要な資

金の調達の円滑化に資するため、主務大臣が指定する指定金融機関に対して貸付けの業務を行っております。当該業務を行うため、財政融資資金の借入
によって資金調達を行っておりますが、借入期間と貸付期間を一致させており、また、調達コストは貸出金利息で回収しております。

（２） 金融商品の内容及びそのリスク
当公庫が保有する金融資産及び金融負債は、業務勘定ごとに区分し経理しております。
当業務勘定が保有する金融資産は、主に指定金融機関に対する貸出金であり、金融負債は、借用金であり、次のリスクがあります。

 イ　信用リスク　
当業務勘定が保有する金融資産は、主として、指定金融機関に対する、同機関が行う特定事業促進業務、事業再構築等促進業務及び事業再編促進

業務に要する資金の貸出金であり、当該指定金融機関の信用状況の悪化により、債権の回収が不可能又は困難になり、損失を被る可能性があります。
 ロ　市場リスク

当業務勘定では、指定金融機関に対する貸付けを行っておりますが、当該資金については財政融資資金借入により調達しております。当業務勘定
における貸付条件と借入条件は同一とし、調達コストは貸出金利息で回収していることから、市場リスクとしての金利リスクは存在しておりません。

 ハ　流動性リスク
当業務勘定では、預金受入を行っておらず、資金調達は財政融資資金により長期・安定的な資金を確保しており、流動性リスクは限定的と考えられ

ますが、借用金は、不測の事態において支払期日にその支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制

当公庫では、コーポレート・ガバナンス委員会を設置し、政策金融機能を持続的かつ安定的に発揮するために、金融商品に係るリスクも含め直面するリ
スクを総合的にとらえ、適切な管理を行っております。

なお、各業務において、信用リスク、市場リスク、資金調達に係る流動性リスクについて業務ごとの特性を考慮したリスク管理方針及び手続を策定し、こ
れを円滑に実施する体制を構築しております。

当業務のリスク管理体制は次のとおりであります。
 イ　信用リスクの管理

当業務では、金融庁の「金融検査マニュアル」に準拠した基準を策定し、自己査定を実施しております。自己査定にあたっては、監査部門による監査
を受けております。

 ロ　市場リスクの管理
当業務において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「貸出金」及び「借用金」であります。
当業務では、指定金融機関に対する貸付けを行っておりますが、当該資金については財政融資資金借入により調達しております。当業務における

貸付条件と借入条件は同一としているため、「貸出金」から発生するキャッシュ・イン・フローと「借用金」から発生するキャッシュ・アウト・フローが一致
する結果、総体としては、市場リスクとしての金利リスクは存在しておりません。

 ハ　資金調達に係る流動性リスクの管理
当業務では、預金受入を行っておらず、資金調達は財政融資資金により長期・安定的な資金を確保しております。
また、借入期間と貸付期間を一致させており、流動性リスクは限定的と考えられます。

（４） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定において

は一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 2. 金融商品の時価等に関する事項
　平成31年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。
 （単位：百万円）

貸借対照表計上額 時価 差額
（１）現金預け金
（２）貸出金

257
44,703

257
45,413

－
710

資産計 44,960 45,671 710
　借用金 44,703 45,672 969
負債計 44,703 45,672 969

（注１） 金融商品の時価の算定方法
  資　産

（１） 現金預け金
 　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（２） 貸出金
  　貸出金は、すべて固定金利であり、債務者及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を、債務者が発行する債券の市場利回りより推定した

利率で割り引いて時価を算定しております。

  負　債
借用金
　借用金については、固定金利であり、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額をリスクフリー・レート（国債の指標レート）で割り引
いて時価を算定しております。
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（注２） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
 （単位：百万円）

１年以内 １年超３年以内 ３年超５年以内 ５年超７年以内 ７年超10年以内 10年超
預け金（*） 257 － － － － －
貸出金 11,726 18,162 6,071 3,332 4,604 808
合計 11,983 18,162 6,071 3,332 4,604 808

（＊）預け金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。

（注３） 借用金の決算日後の返済予定額
 （単位：百万円）

１年以内 １年超３年以内 ３年超５年以内 ５年超７年以内 ７年超10年以内 10年超
借用金 11,726 18,162 6,071 3,332 4,604 808

（税効果会計関係）
 当公庫は、法人税法（昭和40年法律第34号）第2条第5号の公共法人であり、法人税を納める義務がないため、税効果会計は適用しておりません。

（退職給付関係）
 1. 採用している退職給付制度の概要
   　当公庫は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けており、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

当公庫の企業年金基金制度は複数事業主制度でありますが、年金資産の額を、退職給付債務の比率に応じて合理的に算定できるため、関連する注記は、以下
の確定給付制度の注記に含めて記載しております。

   　企業年金基金制度（積立型制度であります。）では、給与と勤務期間に基づいた年金を支給しております。退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、
退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

 2. 確定給付制度
（１） 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 97百万円
勤務費用 4
利息費用 0
数理計算上の差異の発生額 4
退職給付の支払額 －
過去勤務費用の発生額 －
その他 △27
退職給付債務の期末残高 78

（２） 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19百万円
期待運用収益 0
数理計算上の差異の発生額 △1
事業主からの拠出額 2
退職給付の支払額 －
その他 △5
年金資産の期末残高 15

（３） 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 21百万円
年金資産 △15
   5
非積立型制度の退職給付債務 57
未積立退職給付債務 63
未認識数理計算上の差異 △32
未認識過去勤務費用 3
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 33
退職給付引当金 44
前払年金費用 △11
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 33

（４） 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 4百万円
利息費用 0
期待運用収益 △0
数理計算上の差異の費用処理額 4
過去勤務費用の費用処理額 △0
その他 －
確定給付制度に係る退職給付費用 7
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（５） 年金資産に関する事項
①年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

株式 24％
債券 63％
一般勘定 13％
現金及び預金 1％
合計 100％

②長期期待運用収益率の設定方法
　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待
される長期の収益率を考慮しております。

（６） 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

①割引率 0.1％
②長期期待運用収益率 2.0％
③予想昇給率 3.0％～ 5.9％

 3. 確定拠出制度
   　当業務勘定の確定拠出制度への要拠出額は0百万円であります。

	
（関連当事者との取引関係）
 1. 親会社及び法人主要株主等 （単位：百万円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

主要株主 財務省
（財務大臣）（注1）

被所有
直接100％ 政策金融行政

借入金の返済 12,159 借入金 44,703
借入金利息の支払 254 未払費用 83

 （注） 1. 財務省以外の省庁との取引については次のとおりであります。
   　経済産業省　政府補給金収入　75百万円
  2. 取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。

 2. 兄弟会社等 （単位：百万円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

主要株主（会社等）
が議決権の過半数
を所有している会
社等

株式会社
国際協力銀行 なし 連帯債務関係 連帯債務 20,000（注1、２） － －

 （注） 1.  株式会社国際協力銀行法附則第17条第1項第2号の規定により株式会社国際協力銀行が承継した株式会社日本政策金融公庫既発債券に対し、当公庫が負ってい
る連帯債務であります。当該連帯債務は、当公庫における各業務勘定単位ではなく、公庫全体で負っているため、当公庫の連帯債務総額を記載しております。なお、同法附則第
17条第2項の規定により当業務勘定の総財産を当該連帯債務の一般担保に供しております。

  2. 連帯債務に関して収益及び費用として計上している取引はありません。
  3. 取引金額には消費税等は含まれておりません。

（１株当たり情報）
 １株当たりの純資産額 0円75銭
 １株当たりの当期純損失金額 0円4銭

（重要な後発事象）
 該当事項はありません。
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